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オ
ー
プ
ン
・
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
﹂
モ
デ
ル
の
制
度
的
条
件
と
そ
の
含
意―

―

山　
　

根　
　

崇　
　

邦

Ⅰ　

問
題
の
所
在

Ⅱ　

オ
ス
ト
ロ
ム
の
Ｉ
Ａ
Ｄ
枠
組
を
用
い
た
共
的
管
理
・
生
産
シ
ス
テ
ム
の
分
析
枠
組

　

１　

コ
モ
ン
プ
ー
ル
資
源
の
共
的
管
理
シ
ス
テ
ム
の
分
析
枠
組―

―

オ
ス
ト
ロ
ム
の
Ｉ
Ａ
Ｄ
枠
組

　
　

⑴　

Ｉ
Ａ
Ｄ
枠
組
と
は
何
か
？

　
　

⑵　

Ｉ
Ａ
Ｄ
枠
組
の
概
要

　
　

⑶　

Ｉ
Ａ
Ｄ
枠
組
の
修
正
の
必
要
性

　

２　

知
的
資
源
の
共
的
生
産
シ
ス
テ
ム
の
分
析
枠
組―

―
オ
ス
ト
ロ
ム
の
Ｉ
Ａ
Ｄ
枠
組
の
修
正

　
　

⑴　

背
景
環
境
の
探
求

　
　

⑵　

構
築
型
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
基
本
的
特
性

　
　

⑶　

相
互
作
用
の
パ
タ
ー
ン
と
結
果
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⑷　

小
括

Ⅲ　

結
び
に
代
え
て

Ⅰ　

問
題
の
所
在

　

人
々
の
知
的
創
作
活
動
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
成
果
物
（
以
下
﹁
知
的
資
源
﹂
と
い
う
）
に
は
、
小
説
、
絵
画
、
映
画
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
、

発
明
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
含
ま
れ
る
。
そ
う
し
た
知
的
資
源
は
、
本
来
的
に
消
費
が
競
合
せ
ず
、
か
つ
物
理
的
な
利
用
の
排
除
が
困
難

な
資
源
で
あ
る
。
つ
ま
り
知
的
資
源
は
、
そ
れ
を
消
費
し
て
も
他
の
利
用
者
が
得
ら
れ
る
資
源
の
量
が
減
る
わ
け
で
は
な
く
、
か
つ
資
源
の

利
用
か
ら
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
潜
在
的
利
用
者
を
排
除
す
る
こ
と
が
難
し
い
、
公
共
財
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
資
源
と
い
え
る
。
こ
の

た
め
知
的
資
源
は
、
公
共
財
に
共
通
の
、
よ
く
知
ら
れ
た
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
問
題
に
直
面
す
る）

1
（

。

　

合
理
的
な
生
産
者
は
、
費
用
を
支
払
わ
な
い
競
争
者
や
利
用
者
（
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
）
を
排
除
で
き
な
い
状
況
に
お
い
て
は
、
投
下
資
本

の
回
収
に
リ
ス
ク
を
感
じ
て
、
知
的
資
源
の
生
産
へ
の
投
資
を
手
控
え
る
可
能
性
が
高
い
。
何
ら
か
の
制
度
的
手
当
を
欠
く
状
況
で
は
、
競

争
者
ら
が
知
的
資
源
の
価
値
に
た
だ
乗
り
す
る
と
い
う
リ
ス
ク
の
た
め
に
、
知
的
資
源
の
生
産
へ
の
投
資
が
過
小
に
な
り
が
ち
で
、
生
産
不

足
の
問
題
が
生
じ
や
す
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
問
題
に
よ
る
知
的
資
源
の
過
少
生
産
の
問
題
に
対
し
て
は
、
伝
統
的
に
、
国
家
の
介
入
に
よ
る
解
決
が
必
要
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
一
つ
は
、
国
家
が
知
的
資
源
の
生
産
者
に
知
的
財
産
権
を
付
与
す
る
と
い
う
解
決
策
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
国

家
が
知
的
資
源
の
生
産
者
に
助
成
金
を
支
給
す
る
と
い
う
解
決
策
で
あ
る）

2
（

。

　

従
来
の
知
的
財
産
法
学
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
解
決
策
を
組
合
せ
た
も
の
が
、
知
的
資
源
の
生
産
シ
ス
テ
ム
の
基
軸
と
な
る
と
考

一
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え
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る）

3
（

。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
知
的
財
産
権
の
保
護
が
及
ぶ
知
的
資
源
に
関
し
て
は
、

そ
の
生
産
者
が
知
的
財
産
権
に
基
づ
い
て
競
争
者
ら
の
た
だ
乗
り
行
為
を
排
除
し
、
知
的
資
源
の
利
用
や
流
通
を

私
的
に
管
理
し
な
が
ら
、
知
的
資
源
の
生
産
を
行
う
も
の
と
想
定
さ
れ
て
き
た
（
以
下
、
こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の

知
的
資
源
の
生
産
シ
ス
テ
ム
を
﹁
知
的
財
産
権
を
基
盤
と
し
た
私
的
生
産
シ
ス
テ
ム
﹂
と
呼
ぶ
）。
他
方
で
、
知

的
財
産
権
の
保
護
が
及
ば
な
い
知
的
資
源
に
関
し
て
は
、
オ
ー
プ
ン
・
ア
ク
セ
ス
を
基
本
と
し
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
・

ド
メ
イ
ン
に
供
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
研
究
者
向
け
補
助
金
、
研
究
者
や
研
究
者
を
雇
用
す
る
企
業
に
対
す
る

税
控
除
や
助
成
金
、
報
奨
、
研
究
機
関
の
組
織
化
や
民
間
研
究
の
買
取
り
・
流
通
な
ど
と
い
っ
た
公
的
助
成
に
よ

っ
て
、
知
的
資
源
の
生
産
が
行
わ
れ
る
も
の
と
想
定
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
以
下
、
こ
の
よ
う
な
タ
イ

プ
の
知
的
資
源
の
生
産
シ
ス
テ
ム
を
﹁
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ド
メ
イ
ン
を
基
盤
と
し
た
公
的
生
産
シ
ス
テ
ム
﹂
と
呼
ぶ
）。

　

こ
の
よ
う
に
従
来
の
知
的
財
産
法
学
は
、︿
知
的
財
産
権
の
保
護
が
及
ぶ
知
的
資
源

－

知
的
財
産
権
を
基
盤
と

し
た
私
的
生
産
シ
ス
テ
ム
﹀
お
よ
び
︿
知
的
財
産
権
の
保
護
が
及
ば
な
い
知
的
資
源

－

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ド
メ
イ
ン

を
基
盤
と
し
た
公
的
生
産
シ
ス
テ
ム
﹀
と
い
う
組
合
せ
を
も
っ
て
、
知
的
資
源
の
生
産
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
理
念

モ
デ
ル
と
し
て
措
定
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
知
的
財
産
法
の
理
念
モ
デ
ル
は
、
現
実
社
会
に
お
け
る
知
的
資
源
の
生
産
シ
ス
テ
ム

を
十
分
に
記
述
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
理
念
モ
デ
ル
が
妥
当
し
な
い
知
的
資
源
の
生
産
シ
ス
テ
ム
の
事
例
が

散
見
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
知
的
資
源
を
取
り
巻
く
環
境
に
お
い
て
特
に
目
を
惹
く
の
が
、
知
的
資
源
を
互
い
に

共
有
し
合
う
こ
と
で
そ
の
資
源
の
豊
富
化
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
事
例
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
は
知
的
財
産
権
の
保
護
が
及
ぶ
知
的
資
源
で
あ
る
。
し
か
し
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
分

知的資源の生産システムに関する理念モデル

知的財産権の保護が及ぶ知的資源 知的財産権を基盤とした私的生産シ
ステム

知的財産権の保護が及ばない知的資
源

パブリック・ドメインを基盤とした
公的生産システム

一
六
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野
で
は
近
年
、
そ
の
開
発
や
流
通
に
対
し
、
知
的
財
産
権
に
基
づ
く
排
他
的
・
独
占

的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
及
ぼ
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
自
由
な
利

用
流
通
を
基
盤
と
し
て
技
術
的
に
も
優
れ
た
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
開
発
す
る
動
き
が
み

ら
れ
る
。
こ
う
し
た
動
き
は
、
一
般
に
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
運
動
と

呼
ば
れ
、L

inux

が
そ
の
象
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る）

4
（

。
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
・
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
の
開
発
に
お
い
て
は
、
Ｇ
Ｎ
Ｕ 

Ｇ
Ｐ
Ｌ
と
呼
ば
れ
る
著
作
権
ラ
イ
セ
ン
ス

を
通
じ
て
、
そ
の
開
発
理
念
を
共
有
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
で
は
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の

複
製
や
改
変
が
開
放
さ
れ
る
一
方
で
、
そ
の
開
発
理
念
を
共
有
し
な
い
者
や
そ
れ
に

反
す
る
形
で
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
利
用
を
行
う
者
に
対
し
て
は
、
著
作
権
に
基
づ
く
差

止
め
を
請
求
す
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
、
著
作
権
ラ
イ
セ

ン
ス
を
基
礎
と
し
て
構
築
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
る
共
同
開
発
シ
ス
テ
ム
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
以
外
の
分
野
で
も
、
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
や
ク
リ

エ
イ
テ
ィ
ヴ
・
コ
モ
ン
ズ
を
は
じ
め
と
し
て
、
知
的
財
産
権
の
保
護
が
及
ぶ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
一
定
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
に
お
い
て
知
的
資
源
の
利
用
を
積
極
的
に
開

放
し
、
そ
う
し
た
開
放
的
な
利
用
態
様
を
知
的
財
産
権
ラ
イ
セ
ン
ス
に
基
づ
い
て
共

同
管
理
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
知
的
資
源
を
生
産
す
る
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
つ
つ

あ
る）

5
（

（
以
下
、
こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
生
産
シ
ス
テ
ム
を
﹁
知
的
財
産
権
ラ
イ
セ
ン

ス
に
基
づ
く
共
的
生
産
シ
ス
テ
ム
﹂
と
呼
ぶ
）。

現実社会における多様な知的資源の生産システム

知的財産権の保護が及ぶ知的資源 知的財産権を基盤とした私的生産シ
ステム

知的財産権ライセンスを基盤とした
共的生産システム

知的財産権の保護が及ばない知的資
源

不法行為法規範を基盤とした共的生
産システム

社会規範を基盤とした共的生産シス
テム

パブリック・ドメインを基盤とした
公的生産システム

一
六
九
八
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ま
た
、
日
々
の
社
会
現
象
を
客
観
的
な
事
実
と
し
て
そ
の
ま
ま
伝
え
る
報
道
ニ
ュ
ー
ス
は
、
そ
こ
に
創
作
性
を
見
い
だ
す
こ
と
が
難
し
い

た
め
、
一
般
に
著
作
権
法
の
保
護
が
及
ば
な
い
知
的
資
源
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
知
的
資
源
の
生
産
に
つ
い
て
、
米
国
の
報
道
業
界
で
は
、

全
米
の
新
聞
社
や
放
送
局
が
Ａ
Ｐ
通
信
と
い
う
協
同
組
合
を
設
立
し
、
加
盟
各
社
が
Ａ
Ｐ
通
信
を
通
し
て
ニ
ュ
ー
ス
を
配
信
す
る
と
同
時
に

Ａ
Ｐ
通
信
か
ら
他
社
の
ニ
ュ
ー
ス
の
配
信
を
受
け
る
と
い
っ
た
通
信
網
が
構
築
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
通
信
網
に
よ
り
、
地
方
紙
の
新
聞

社
は
自
前
で
取
材
し
て
作
成
す
る
に
は
費
用
面
で
困
難
で
あ
っ
た
全
国
ニ
ュ
ー
ス
や
国
際
ニ
ュ
ー
ス
の
掲
載
が
可
能
と
な
り
、
他
方
、
全
国

紙
の
新
聞
社
に
お
い
て
も
多
様
な
地
方
ニ
ュ
ー
ス
の
収
集
が
容
易
に
な
っ
て
い
る
。
Ａ
Ｐ
通
信
の
加
盟
各
社
が
費
用
・
労
力
・
時
間
を
費
や

し
て
収
集
し
た
ニ
ュ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
著
作
権
法
で
保
護
さ
れ
な
い
も
の
の
、
そ
の
ニ
ュ
ー
ス
の
商
業
的
な
価
値
が
失
わ
れ
る
ま
で
の
期

間
、
非
加
盟
の
報
道
機
関
が
無
断
流
用
す
る
こ
と
を
規
制
す
る
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
法
理
が
存
在
し
て
い
る）

6
（

。
我
が
国
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た

行
為
は
民
法
七
〇
九
条
の
不
法
行
為
に
該
当
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る）

7
（

。
Ａ
Ｐ
通
信
は
、こ
う
し
た
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
法
理
等
を
基
盤
と
し
て
、

加
盟
各
社
の
報
道
ニ
ュ
ー
ス
を
共
同
で
管
理
し
生
産
す
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い
る
の
で
あ
る）

8
（

（
以
下
、
こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
生
産
シ

ス
テ
ム
を
﹁
不
法
行
為
法
規
範
に
基
づ
く
共
的
生
産
シ
ス
テ
ム
﹂
と
呼
ぶ
）。

　

さ
ら
に
、
マ
ジ
ッ
ク
の
ト
リ
ッ
ク
は
、
そ
れ
自
体
は
ア
イ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
て
表
現
で
は
な
い
た
め
、
著
作
権
法
の
保
護
が
及
ば
な
い
知
的

資
源
で
あ
る）

9
（

。
こ
の
よ
う
な
マ
ジ
ッ
ク
の
ト
リ
ッ
ク
は
、
業
界
内
に
お
い
て
、
そ
の
ア
ク
セ
ス
・
利
用
に
関
し
て
厳
格
な
ル
ー
ル
が
定
め
ら

れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
プ
ロ
の
マ
ジ
シ
ャ
ン
が
興
行
に
用
い
る
マ
ジ
ッ
ク
に
関
し
て
は
、
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
考
案
者
が
広
く
興
行
に
用

い
る
ま
で
は
他
の
マ
ジ
シ
ャ
ン
に
よ
る
利
用
は
許
さ
れ
ず
、
業
界
で
共
有
さ
れ
た
後
も
マ
ジ
ッ
ク
を
改
良
す
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
、
改
良
版

マ
ジ
ッ
ク
の
利
用
に
際
し
て
は
誰
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
考
案
者
か
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
業
界
外
へ
の
種
明
か
し
は
厳
格
に
禁

止
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
掟
を
破
っ
た
マ
ジ
シ
ャ
ン
に
は
、
興
行
ル
ー
ト
か
ら
の
排
除
と
い
う
強
い
制
裁
が
下
さ
れ
る
と
い
う
。

プ
ロ
の
マ
ジ
シ
ャ
ン
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
こ
の
よ
う
な
業
界
規
範
を
基
盤
と
し
て
、
興
行
用
の
マ
ジ
ッ
ク
の
ト
リ
ッ
ク
を
共
有
管
理
し
な

一
六
九
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が
ら
、
新
た
な
ト
リ
ッ
ク
を
生
み
だ
す
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
料
理
の
レ
シ
ピ
に
関
し
て
も
、
マ
ジ
ッ

ク
の
ト
リ
ッ
ク
と
同
様
に
、
知
的
財
産
権
に
よ
る
保
護
が
及
ば
な
い
か
、
極
め
て
弱
い
保
護
し
か
及
ば
な
い
知
的
資
源
で
あ
る
が
、
公
的
機

関
が
供
給
す
る
の
で
は
な
く
、
一
定
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
業
界
規
範
や
社
会
規
範
等
に
基
づ
い
て
レ
シ
ピ
の
利
用
態
様
を
共
有
管
理
す
る
こ

と
で
、
新
た
な
レ
シ
ピ
を
生
み
だ
す
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
て
い
る）
₁₀
（

（
以
下
、
こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
生
産
シ
ス
テ
ム
を
﹁
社
会
規
範
に
基

づ
く
共
的
生
産
シ
ス
テ
ム
﹂
と
呼
ぶ
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
現
実
社
会
に
お
け
る
知
的
資
源
の
生
産
シ
ス
テ
ム
に
は
、
知
的
財
産
権
の
保
護
が
及
ぶ
知
的
資
源
に
関
し
て
も
、
そ
う
し

た
保
護
が
及
ば
な
い
知
的
資
源
に
関
し
て
も
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
も
の
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
上
に
並
ん

で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
知
的
資
源
の
生
産
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
前
記
の
理
念
モ
デ
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
の
い
わ
ば
両

端
に
位
置
す
る
生
産
シ
ス
テ
ム
を
記
述
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
間
に
並
ぶ
多
様
な
生
産
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
捉
え
き
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
ら
は
、
知
的
財
産
権
の
保
護
が
及
ぶ
知
的
資
源
に
し
ろ
、
そ
う
で
は
な
い
知
的
資
源
に
し
ろ
、
一
定
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
知
的
資
源
を

共
同
管
理
し
な
が
ら
、
知
的
資
源
の
生
産
を
可
能
に
す
る
た
め
に
構
築
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

我
が
国
で
は
長
ら
く
、
こ
う
し
た
知
的
資
源
の
共
的
生
産
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
事
例
を
正
面
に
据
え
て
、
そ
れ
ら
の
検
討
や
説
明
を
十
分

に
行
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
近
年
で
は
、
そ
う
し
た
事
例
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る）
₁₁
（

。
こ
の
こ
と
は
﹁
コ
モ
ン
ズ
の
思
想
﹂
へ
の
関

心
の
高
ま
り
で
あ
る
と
も
評
さ
れ
て
い
る）
₁₂
（

。

　

近
時
の
知
的
財
産
法
学
が
﹁
コ
モ
ン
ズ
の
思
想
﹂
に
関
心
を
寄
せ
る
背
景
に
は
、
伝
統
的
な
創
作
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
論
が
念
頭
に
置
い

て
い
る
知
的
資
源
の
生
産
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
理
念
モ
デ
ル
が
、
現
在
の
文
化
環
境
に
お
い
て
み
ら
れ
る
生
産
シ
ス
テ
ム
の
実
態
と
整
合
し

な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
意
識
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
知
的
財
産
権
を
基
盤
と
し
た
私
的
生
産
シ
ス
テ
ム
が
妥
当
し
な

い
さ
ま
ざ
ま
な
共
的
生
産
シ
ス
テ
ム
の
事
例
を
挙
げ
る
こ
と
で
、
伝
統
的
な
知
的
資
源
の
生
産
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
理
念
モ
デ
ル
の
妥
当
性

一
七
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を
再
考
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る）
₁₃
（

。

　

も
っ
と
も
、
近
時
の
議
論
に
お
い
て
は
、
前
記
の
理
念
モ
デ
ル
の
反
証
事
例
を
挙
げ
た
う
え
で
、
知
的
財
産
法
の
世
界
と
コ
モ
ン
ズ
の
世

界
の
併
存
的
発
展
を
目
指
す
べ
き
だ
と
い
う
方
向
性
の
提
示
に
と
ど
ま
る
も
の
が
少
な
く
な
い）
₁（
（

。
な
ぜ
知
的
資
源
を
取
り
巻
く
環
境
に
お
い

て
、﹁
コ
モ
ン
ズ
の
思
想
﹂
に
基
づ
く
と
さ
れ
る
生
産
シ
ス
テ
ム
が
有
効
に
成
立
し
て
い
る
の
か
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
る
知
的
資
源
の
共

的
生
産
シ
ス
テ
ム
が
成
立
す
る
制
度
的
条
件
は
何
か
、
と
い
っ
た
理
論
的
考
察
は
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、﹁
知
的
財
産
法
の

思
想
﹂
と
﹁
コ
モ
ン
ズ
の
思
想
﹂
と
の
共
存
共
栄
の
道
を
探
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
知
的
資
源
の
共
的
生
産
シ
ス
テ
ム
が
成
立

す
る
制
度
的
条
件
、
つ
ま
り
文
化
環
境
に
お
け
る
﹁
コ
モ
ン
ズ
の
思
想
﹂
の
成
立
条
件
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、﹁
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
る
知
的
資
源
の
共
的
生
産
シ
ス
テ
ム
﹂
と
い
う
概
念
が
、
知
的
資
源
の
私

的
生
産
シ
ス
テ
ム
や
公
的
生
産
シ
ス
テ
ム
に
対
抗
す
る
新
た
な
﹁
万
能
薬
﹂
的
理
念
モ
デ
ル
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
危
険
性
で
あ
る）
₁（
（

。

前
述
の
と
お
り
、
文
化
環
境
に
お
け
る
知
的
資
源
の
生
産
シ
ス
テ
ム
は
多
様
か
つ
複
雑
で
あ
り
、
そ
の
中
の
特
定
の
生
産
シ
ス
テ
ム
、
例
え

ば
、
知
的
財
産
権
ラ
イ
セ
ン
ス
を
基
盤
と
し
た
共
的
生
産
シ
ス
テ
ム
や
社
会
規
範
を
基
盤
と
し
た
共
的
生
産
シ
ス
テ
ム
を
取
り
出
し
て
、

﹁one-size-fits-all

﹂
の
モ
デ
ル
と
し
て
分
析
す
る
こ
と
は
有
益
で
は
な
い
。
過
度
の
単
純
化
の
誤
謬
を
避
け
る
た
め
に
も
、
多
様
か
つ
複

雑
な
知
的
資
源
の
共
的
生
産
シ
ス
テ
ム
の
分
析
に
お
い
て
は
、
個
別
の
文
脈
に
目
配
り
を
し
た
経
験
的
で
理
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
と

な
っ
て
こ
よ
う
。

　

他
方
で
、
近
時
の
議
論
の
中
に
は
、
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
や
マ
ジ
ッ
ク
の
ト
リ
ッ
ク
、
料
理
の
レ
シ
ピ
、
服
飾
デ
ザ
イ
ン

な
ど
、
個
別
の
知
的
資
源
の
共
的
生
産
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
に
取
り
組
ん
だ
も
の
が
存
在
す
る）
₁₆
（

。
そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ

た
個
別
の
事
例
は
、
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
も
重
要
な
研
究
対
象
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
個
別
の
ケ
ー

一
七
〇
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ス
ス
タ
デ
ィ
を
統
合
す
る
枠
組
の
構
築
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
知
的
資
源
の
共
的
生
産
シ
ス
テ
ム
一
般
に
つ
い
て
示
唆
や

知
見
を
導
出
す
る
こ
と
に
限
界
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
先
行
研
究
の
間
隙
を
埋
め
る
た
め
に
は
、
個
別
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
の
事

例
群
を
統
合
し
う
る
、
系
統
的
か
つ
包
括
的
な
分
析
枠
組
の
構
築
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
そ
の
た
め
の
手
が
か
り
を
ど
こ
に
求
め
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
コ
モ
ン
ズ
制
度
の
研
究
蓄
積
が
豊
富
な
米
国
の
議
論

に
目
を
転
じ
る
と
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
た
っ
て
、
文
化
環
境
に
お
け
る
知
的
資
源
の
共
的
生
産
シ
ス
テ
ム
の
成
立
条
件
を
探

求
す
る
た
め
の
分
析
枠
組
の
構
築
に
取
り
組
む
研
究
が
存
在
す
る
。
そ
れ
が
、
マ
イ
ケ
ル
・
マ
デ
ィ
ソ
ン
（
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
大
学
ロ
ー
ス
ク

ー
ル
教
授
）、
ブ
レ
ッ
ト
・
フ
リ
シ
ュ
マ
ン
（
ロ
ヨ
ラ
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
准
教
授
）、
キ
ャ
サ
リ
ン
・
ス
ト
ラ
ン
ド
バ
ー
グ
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
教
授
）
の
三
名
の
共
著
論
文
﹁
文
化
環
境
に
お
け
る
構
築
型
コ
モ
ン
ズ
﹂
で
あ
る）
₁₇
（

。
同
論
文
は
、
特
集
﹁
文
化
コ
モ

ン
ズ
﹂
の
巻
頭
論
文
と
し
て
、
二
〇
一
〇
年
五
月
発
行
の
コ
ー
ネ
ル
・
ロ
ー
・
レ
ビ
ュ
ー
第
九
五
巻
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る）
₁（
（

。

　

マ
デ
ィ
ソ
ン
ら
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
る
知
的
資
源
の
生
産
・
利
用
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
仕
組
み
を
理
解
す
る
目
的
で
、
そ
う
し
た
知
的

資
源
の
共
有
や
資
源
プ
ー
ル
の
制
度
編
成
を
体
系
的
に
調
査
・
研
究
す
る
た
め
の
枠
組
の
構
築
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
マ
デ
ィ
ソ
ン
ら
は
、

文
化
的
・
科
学
的
な
知
的
資
源
を
当
該
資
源
の
共
有
化
と
プ
ー
ル
を
支
え
る
制
度
を
通
じ
て
管
理
さ
れ
た
方
法
で
創
り
出
し
、
流
通
さ
せ
る

仕
組
み
や
環
境
の
こ
と
を
、﹁
構
築
型
文
化
コ
モ
ン
ズ
﹂
と
呼
ん
で
い
る）
₁₉
（

。

　

マ
デ
ィ
ソ
ン
ら
に
よ
れ
ば
、
米
国
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
構
造
に
つ
い
て
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
の
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た

け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
は
相
互
に
関
連
は
あ
る
が
別
種
の
も
の
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
文
化
環
境
に
お
い
て
構
築
型
コ
モ
ン
ズ
が
成
功
／
失
敗

す
る
制
度
的
な
条
件
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
、
こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
の
成
果
を
シ
ス
テ
ム
化
し
統
合
す
る
た
め
の
理
論
的
枠
組

を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る）
₂₀
（

。

　

マ
デ
ィ
ソ
ン
ら
は
、
そ
の
た
め
の
手
が
か
り
を
、
自
然
環
境
に
お
け
る
コ
モ
ン
ズ
制
度
の
研
究
枠
組
に
求
め
て
い
る
。
自
然
環
境
の
コ
モ

一
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ン
ズ
制
度
の
研
究
を
主
導
し
て
き
た
の
は
、
米
国
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
の
エ
リ
ノ
ア
・
オ
ス
ト
ロ
ム
と
そ
の
共
同
研
究
者
ら
で
あ
る
。
オ
ス

ト
ロ
ム
ら
は
、
過
度
に
単
純
化
さ
れ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
避
け
、
多
種
多
様
な
自
然
資
源
コ
モ
ン
ズ
の
研
究
を
統
合
す
る
た
め
の
分
析
枠
組
の

構
築
に
精
力
的
に
取
り
組
ん
で
き
た）
₂₁
（

。
そ
し
て
、
そ
の
成
果
は
、
オ
ス
ト
ロ
ム
の
二
〇
〇
九
年
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
受
賞
と
な
っ
て
結
実
し

て
い
る）
₂₂
（

。
こ
の
よ
う
な
オ
ス
ト
ロ
ム
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、文
化
環
境
に
お
け
る
知
的
資
源
の
共
的
生
産
シ
ス
テ
ム
を
分
析
し
理
解
す
る
上
で
、

有
用
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
上
記
マ
デ
ィ
ソ
ン
ら
の
所
説
を
導
き
の
糸
と
し
て
、
米
国
に
お
け
る
﹁
構
築
型
文
化
コ
モ
ン
ズ
﹂
論
を
紹
介
す
る

こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
よ
う
な
作
業
を
通
じ
て
、
我
が
国
の
知
的
財
産
法
学
に
お
け
る
近
時
の
問
題
関
心
に
寄
与
す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
目

的
で
あ
る
。
マ
デ
ィ
ソ
ン
ら
の
提
示
す
る
構
築
型
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
分
析
枠
組
を
、
知
的
資
源
の
共
的
生
産
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
ケ
ー
ス
ス

タ
デ
ィ
の
蓄
積
に
適
用
す
る
試
み
に
つ
い
て
は
、
続
稿
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。

Ⅱ　

オ
ス
ト
ロ
ム
の
Ｉ
Ａ
Ｄ
枠
組
を
用
い
た
共
的
管
理
・
生
産
シ
ス
テ
ム
の
分
析
枠
組

１　

コ
モ
ン
プ
ー
ル
資
源
の
共
的
管
理
シ
ス
テ
ム
の
系
統
的
分
析
枠
組―

―

オ
ス
ト
ロ
ム
の
Ｉ
Ａ
Ｄ
枠
組

　

そ
れ
で
は
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
ら
が
考
え
る
、
構
築
型
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
構
造
に
関
す
る
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
の
成
果
を
シ
ス
テ
ム
化
し
統
合
す

る
た
め
の
理
論
的
枠
組
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
ら
が
そ
の
分
析
枠
組
と
し
て
依
拠
し
よ
う
と
す
る
、

オ
ス
ト
ロ
ム
ら
のInstitutional A

nalysis and D
evelopm

ent

（IA
D

）
枠
組
の
概
要
に
つ
い
て
、
確
認
し
て
お
こ
う）
₂₃
（

。
一
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⑴　

Ｉ
Ａ
Ｄ
枠
組
と
は
？

　

Ｉ
Ａ
Ｄ
枠
組
と
は
、
米
国
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
の
政
治
理
論
と
政
策
分
析
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
（the W

orkshop in P
olitical T

heory 

and P
olicy A

nalysis

）
に
お
い
て
、
オ
ス
ト
ロ
ム
と
そ
の
同
僚
の
研
究
者
ら
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
多
様
な
制
度
を
分
析
す
る
た
め
の
枠

組
（fram

ew
ork

）
で
あ
る
。
オ
ス
ト
ロ
ム
の
い
う
制
度
と
は
、
特
定
の
ア
リ
ー
ナ
に
お
い
て
決
定
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
者
は
誰
か
、
ど

の
よ
う
な
行
動
が
許
容
さ
れ
、
あ
る
い
は
制
限
さ
れ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
集
合
ル
ー
ル
が
用
い
ら
れ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
手
続
に
従
わ

な
い
と
い
け
な
い
の
か
、
ど
の
よ
う
な
情
報
の
提
供
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
あ
る
い
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
か
、
各
人
の
行
動
に
よ
っ
て
ど
の

よ
う
な
ペ
イ
オ
フ
が
人
々
に
割
り
当
て
ら
れ
る
の
か
、
と
い
っ
た
諸
々
の
事
項
を
決
定
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
、
実
際
に
作
動
し
て
い
る

ル
ー
ル
の
総
体
（the sets of w

orking rules

）
の
こ
と
で
あ
る）
₂（
（

。

　

さ
ま
ざ
ま
な
制
度
の
中
で
も
、オ
ス
ト
ロ
ム
が
高
い
関
心
を
示
し
て
き
た
の
が
、牧
草
地
や
漁
場
と
い
っ
た
、利
用
さ
れ
る
資
源
単
位
（
牧

草
や
魚
）
の
競
合
性
は
高
い
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
資
源
シ
ス
テ
ム
（
牧
草
地
や
漁
場
）
に
お
け
る
資
源
利
用
か
ら
利
益
を
得
よ
う
と
す
る

潜
在
的
利
用
者
を
監
視
し
て
排
除
す
る
こ
と
が
難
し
い
、
コ
モ
ン
プ
ー
ル
資
源
に
関
す
る
共
同
管
理
の
制
度
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ロ
ブ
ス
タ

ー
漁
業
が
盛
ん
な
米
国
北
東
部
の
メ
イ
ン
州
に
お
い
て
は
、
ロ
ブ
ス
タ
ー
を
無
規
制
な
乱
獲
の
脅
威
か
ら
守
る
た
め
に
、
ロ
ブ
ス
タ
ー
の
漁

師
ら
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
組
織
し
、
ロ
ブ
ス
タ
ー
の
漁
獲
者
や
漁
獲
量
、
漁
獲
時
期
な
ど
を
取
り
決
め
る
フ
ォ
ー
マ
ル
お
よ
び
イ
ン
フ
ォ
ー

マ
ル
な
ル
ー
ル
の
集
合
を
作
り
出
し
、
ロ
ブ
ス
タ
ー
漁
の
共
同
管
理
を
行
う
制
度
を
構
築
し
て
い
る
。
メ
イ
ン
州
の
ロ
ブ
ス
タ
ー
産
業
が
今

な
お
持
続
的
に
繁
栄
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
制
度
が
有
効
に
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る）
₂（
（

。

　

コ
モ
ン
プ
ー
ル
資
源
の
共
同
管
理
の
あ
り
方
に
関
心
が
高
ま
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
、一
九
六
八
年
に
公
表
さ
れ
た
﹁
コ
モ
ン
ズ
の
悲
劇
﹂

と
題
す
る
生
物
学
者
ハ
ー
デ
ィ
ン
の
論
文
で
あ
る）
₂₆
（

。
ハ
ー
デ
ィ
ン
に
よ
れ
ば
、
共
用
の
牧
草
地
を
誰
で
も
自
由
に
利
用
で
き
る
オ
ー
プ
ン
・

ア
ク
セ
ス
の
状
態
に
置
い
て
お
く
と
、
羊
の
飼
い
主
ら
は
自
分
の
飼
っ
て
い
る
羊
を
好
き
な
だ
け
放
牧
し
て
し
ま
う
結
果
、
牧
草
の
根
が
枯

一
七
〇
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れ
果
て
て
し
ま
い
、
牧
草
が
再
生
産
さ
れ
な
く
な
っ
て
共
用
牧
草
地
が
荒
廃
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
コ
モ
ン
プ
ー
ル
資
源

を
非
管
理
の
状
態
に
供
し
て
お
く
と
、
そ
の
利
用
者
の
行
動
を
調
整
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
存
し
な
い
た
め
に
、
個
々
の
利
用
者
は
他
の
利
用

者
に
課
さ
れ
る
費
用
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
自
己
の
効
用
最
大
化
を
目
的
と
し
て
合
理
的
に
行
動
す
る
結
果
、
持
続
可
能
な
資
源
利
用
の

範
囲
を
超
え
て
、
過
剰
消
費
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
結
果
と
し
て
コ
モ
ン
プ
ー
ル
資
源
が
枯
渇
し
て
し
ま
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
結
果
を
ハ
ー
デ
ィ
ン
は
﹁
コ
モ
ン
ズ
の
悲
劇
﹂
と
呼
ん
だ
。
こ
れ
は
、
集
団
メ
ン
バ
ー
の
合
理
的
行
動
と
集
団
目
的
と
が
合
致
し

な
い
た
め
に
、
集
合
行
為
の
失
敗
が
生
じ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る）
₂₇
（

。

　

ハ
ー
デ
ィ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
合
理
的
な
利
用
者
の
非
協
調
的
行
動
を
制
限
し
、
悲
劇
的
な
結
果
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
直
接

的
に
で
あ
れ
、
間
接
的
に
で
あ
れ
、
国
家
が
資
源
管
理
に
介
入
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。
国
家
が
資
源
の
私
有
化
を
認
め
て
、
私
人
が
所

有
権
に
基
づ
い
て
資
源
を
専
有
し
た
り
市
場
取
引
に
供
し
た
り
し
て
管
理
す
る
か
（
私
的
管
理
）、
国
家
が
資
源
を
国
有
化
し
て
放
牧
量
や

放
牧
時
期
の
規
制
等
を
定
め
て
直
接
管
理
す
る
か
（
公
的
管
理
）、
い
ず
れ
か
の
解
決
策
に
よ
る
ほ
か
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る）
₂（
（

。

　

こ
れ
に
対
し
、
国
家
が
資
源
管
理
に
介
入
し
な
い
場
合
で
も
、
資
源
利
用
者
ら
が
主
体
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
形
成
し
、
そ
う
し
た
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
が
コ
モ
ン
プ
ー
ル
資
源
を
共
同
管
理
す
る
こ
と
で
、﹁
コ
モ
ン
ズ
の
悲
劇
﹂
な
い
し
集
合
行
為
の
失
敗
が
回
避
さ
れ
う
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
の
が
、
オ
ス
ト
ロ
ム
で
あ
る
。
オ
ス
ト
ロ
ム
は
、
約
五
〇
〇
〇
も
の
コ
モ
ン
プ
ー
ル
資
源
の
共
同
管
理
の
事
例
を
収
集
し
な

が
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
外
部
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
を
排
除
し
つ
つ
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
部
で
の
持
続
可
能
な
資
源
利
用
や
管
理
の
あ
り
方
に

つ
い
て
の
ル
ー
ル
を
定
め
る
こ
と
で
、
私
的
管
理
で
も
な
い
、
公
的
管
理
で
も
な
い
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
主
導
の
資
源
の
共
的
管
理
が
有
効
に

成
立
し
う
る
と
し
た
の
で
あ
る）
₂₉
（

。

　

も
っ
と
も
、
オ
ス
ト
ロ
ム
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
る
資
源
管
理
制
度
が
集
合
行
為
の
問
題
に
対
す
る
万
能
薬
的
な
﹁one-size-fits-all

﹂

の
解
決
策
で
は
な
い
こ
と
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
一
概
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
る
資
源
の
共
的
管
理
と
い
っ
て
も
、
資
源
の
共
的
管
理
が

一
七
〇
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社
会
に
お
い
て
成
功
す
る
た
め
の
条
件
は
多
様
か
つ
文
脈
依
存
的
で
あ
り
、
そ
う
し
た
共
的
管
理
制
度
の
成
立
条
件
を
よ
り
き
め
細
か
に
分

析
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
し
た
。

　

そ
こ
で
、
オ
ス
ト
ロ
ム
は
、
同
僚
の
研
究
者
ら
と
協
力
し
な
が
ら
、
制
度
を
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
と
し
て
捉
え
た
上
で
、
コ
モ
ン
プ
ー
ル
資

源
の
共
的
管
理
制
度
を
可
能
に
す
る
多
様
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ル
ー
ル
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
方
法
論
と
し
て
、
Ｉ
Ａ
Ｄ
枠
組
を

開
発
し
た
の
で
あ
る
。

　

Ｉ
Ａ
Ｄ
の
﹁
枠
組
﹂
は
、
多
様
な
制
度
を
分
析
す
る
た
め
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
変
数
の
リ
ス
ト
か
ら
な
る
。
オ
ス
ト
ロ
ム
に
よ
れ
ば
、
こ

の
変
数
が
ど
の
よ
う
に
組
み
合
わ
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
相
互
作
用
す
る
か
と
い
う
点
の
相
違
に
よ
っ
て
、
社
会
に
お
い
て
立
ち
現
れ
る
現
象

に
違
い
が
生
じ
て
く
る
。
制
度
分
析
の
際
に
、
行
動
や
行
動
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
の
相
違
を
、
変
数
の
組
み
合
わ
せ
や
そ
の
相
互
作
用
の
相

違
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
の
が
、
Ｉ
Ａ
Ｄ
枠
組
で
あ
る
と
さ
れ
る）
₃₀
（

。

　

オ
ス
ト
ロ
ム
は
、
こ
う
し
た
枠
組
の
役
割
に
つ
い
て
、
理
論
や
モ
デ
ル
の
役
割
と
対
比
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
﹁
一
般
的
な
枠
組
（fra

m
ew

ork

）
を
作
成
し
用
い
る
こ
と
は
、
制
度
分
析
の
際
に
考
慮
す
べ
き
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
（
お
よ
び
こ
れ
ら
の

要
素
間
の
関
係
）
を
識
別
す
る
の
に
有
用
で
あ
る
。
枠
組
は
、
診
断
の
た
め
の
目
的
手
段
的
な
調
査
を
編
成
す
る
。
枠
組
は
、
そ
の
枠
組
に

該
当
す
る
あ
ら
ゆ
る
タ
イ
プ
の
状
況
の
分
析
に
利
用
さ
れ
る
べ
き
、
最
も
一
般
的
な
変
数
の
集
合
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
枠
組
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
理
論
に
つ
い
て
話
す
際
に
必
要
と
な
り
、
ま
た
理
論
同
士
を
比
較
す
る
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
、
メ
タ
理
論
的
な
言
語
を

提
供
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
妥
当
な
理
論
な
ら
ば
必
ず
含
む
よ
う
な
普
遍
的
要
素
を
識
別
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
表
面
に
現
れ
た
現
実

世
界
の
現
象
の
違
い
の
多
く
は
、
こ
の
変
数
が
ど
の
よ
う
に
組
み
合
わ
さ
れ
、
ま
た
相
互
作
用
す
る
か
と
い
う
そ
の
相
違
に
よ
っ
て
生
じ
る
。

し
た
が
っ
て
、
あ
る
枠
組
に
含
ま
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
は
、
分
析
を
行
う
者
が
分
析
を
始
め
る
際
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
問
い
を
構
築

す
る
の
に
有
用
で
あ
る
。

一
七
〇
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理
論
（th

eories

）
を
構
築
し
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
分
析
を
行
う
者
は
、
あ
る
枠
組
の
ど
の
構
成
要
素
が
特
定
の
種
類
の
問
題
に
関

連
す
る
か
を
特
定
し
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
要
素
に
つ
い
て
の
お
お
ま
か
な
作
業
仮
定
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
し
た
が
っ
て

理
論
は
、
あ
る
枠
組
の
部
分
に
着
目
し
、
分
析
を
行
う
者
が
あ
る
現
象
を
診
断
し
、
そ
の
諸
過
程
を
説
明
し
、
結
果
を
予
測
す
る
た
め
に
必

要
な
具
体
的
仮
定
を
形
成
す
る
⋮
⋮
。
ミ
ク
ロ
経
済
学
理
論
、
ゲ
ー
ム
理
論
、
取
引
費
用
理
論
、
社
会
的
選
択
理
論
、
公
共
選
択
理
論
、
憲

法
と
契
約
の
理
論
、
公
共
財
と
コ
モ
ン
プ
ー
ル
資
源
の
理
論
は
、
す
べ
て
本
書
に
論
ず
る
Ｉ
Ａ
Ｄ
の
枠
組
と
両
立
す
る
。

　

モ
デ
ル
（m

od
els

）
を
開
発
し
利
用
す
る
こ
と
は
、あ
る
限
ら
れ
た
一
組
の
定
数
や
変
数
に
つ
い
て
厳
密
な
仮
定
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。

限
ら
れ
た
一
組
の
結
果
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
仮
定
の
帰
結
を
系
統
的
に
探
る
た
め
、
論
理
学
、
数
学
、
ゲ
ー
ム
理
論
モ
デ
ル
、
実
験
と

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
等
の
手
段
が
用
い
ら
れ
る
。
多
く
の
理
論
は
、
複
数
の
モ
デ
ル
と
両
立
可
能
で
あ
る
⋮
⋮
。）
₃₁
（

﹂

　
﹁
も
し
系
統
的
か
つ
比
較
的
な
制
度
評
価
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
リ
フ
ォ
ー
ム
の
提
案
は
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
分
析
に

立
脚
し
た
も
の
に
は
な
ら
ず
、
ど
の
タ
イ
プ
の
制
度
が
﹃
良
い
﹄
か
﹃
悪
い
﹄
か
と
い
っ
た
ナ
イ
ー
ブ
な
考
え
方
に
立
脚
し
た
も
の
と
な
っ

て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
政
策
分
析
を
行
う
者
の
中
に
は
、
資
源
の
過
剰
消
費
に
伴
う
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
問
題
の
解
決
策
と
し
て
、
私
有
化
を
推

奨
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
私
有
化
は
一
定
の
環
境
に
お
い
て
は
効
果
的
に
機
能
す
る
け
れ
ど
も
、
私
有
化
が
あ
ら
ゆ
る
環
境
に
お
い
て
有

効
に
機
能
す
る
と
考
え
る
の
は
ナ
イ
ー
ブ
な
考
え
方
で
あ
る
⋮
⋮
。
リ
フ
ォ
ー
ム
や
移
り
変
わ
り
の
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
は
、
一
つ
の

共
通
枠
組
と
、
系
統
を
な
す
複
数
の
理
論
が
必
要
で
あ
る
。
個
々
の
モ
デ
ル
は
、
そ
の
後
に
、
高
度
に
単
純
化
さ
れ
た
構
造
の
予
測
さ
れ
る

結
果
に
つ
い
て
分
析
を
行
う
者
が
具
体
的
予
測
を
演
繹
す
る
際
に
役
立
つ
。
モ
デ
ル
は
、
手
元
の
具
体
的
問
題
に
よ
く
合
わ
せ
て
あ
れ
ば
、

政
策
分
析
に
有
用
で
あ
る
。
モ
デ
ル
の
仮
定
に
き
っ
ち
り
適
合
し
な
い
疑
問
の
あ
る
状
況
の
研
究
に
適
用
す
る
な
ら
ば
、
モ
デ
ル
は
不
適
切

に
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
⋮
⋮
。）
₃₂
（

﹂

一
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Ｉ
Ａ
Ｄ
枠
組
の
概
要

　

Ｉ
Ａ
Ｄ
枠
組
は
、
変
数
の
組
み
合
わ
せ
や
そ
の
相
互
作
用
の
相
違
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
た
ア
ク
タ
ー
の
行
動
や
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ヴ
が
生
じ
る
の
か
と
い
う
過
程
を
、
外
因
的
変
数
、
行
動
の
ア
リ
ー
ナ
、
相
互
作
用
の
パ
タ
ー
ン
、
結
果
、
そ
れ
ら
の
評
価
基
準
、
と
い
っ

た
概
念
に
よ
っ
て
説
明
す
る
も
の
で
あ
る）
₃₃
（

。
図
１
は
、
オ
ス
ト
ロ
ム
が
提
示
す
る
モ
デ
ル
図
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
Ｉ
Ａ
Ｄ
枠
組
は
、
ル
ー
ル
や
規
範
の
枠
内
に
お
け
る
繰
り
返
し
ゲ
ー
ム
の
状
況
の
下
で
の
人
間
の
意
思
決
定
に
つ
い
て
調
査
す

る
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
汎
用
性
の
高
い
分
析
ツ
ー
ル
で
あ
る
。
実
際
、
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
リ
サ
ー
チ
・
ク
エ
ッ
シ
ョ
ン
に
対

し
て
Ｉ
Ａ
Ｄ
枠
組
が
適
用
さ
れ
て
き
た）
₃（
（

。

　

マ
デ
ィ
ソ
ン
ら
は
、
Ｉ
Ａ
Ｄ
枠
組
に
基
づ
く
分
析
の
イ
メ
ー
ジ
を
掴
む
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
サ
ッ
カ
ー
リ
ー
グ
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。

い
わ
く
、﹁
こ
の
枠
組
の
よ
く
わ
か
る
簡
単
な
例
は
、
サ
ッ
カ
ー
の
リ
ー
グ
で
あ
る
。
サ
ッ
カ
ー
の
公
式
ル
ー
ル
は
決
ま
っ
て
い
る
が
、
実

際
に
用
い
ら
れ
る
ル
ー
ル
は
、
プ
ロ
の
リ
ー
グ
と
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
リ
ー
グ
で
は
明
ら
か
に
多
少
異
な
る
し
、
子
供
の
リ
ー
グ
と
大
人

の
リ
ー
グ
で
も
違
う
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
ま
た
個
々
の
サ
ッ
カ
ー
リ
ー
グ
は
、（
近
隣
住
民
同
士
で
あ
れ
、
職
業
的
に
競
争
す
る
者
で

あ
れ
、
友
人
同
士
で
あ
れ
）
選
手
間
の
関
係
や
、
試
合
が
行
な
わ
れ
る
フ
ィ
ー
ル
ド
の
属
性
や
、
試
合
が
行
な
わ
れ
る
場
所
の
気
候
に
よ
っ

て
も
特
徴
付
け
ら
れ
る
。
行
動
の
ア
リ
ー
ナ―

―

こ
こ
で
は
サ
ッ
カ
ー
の
試
合―

―

は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
特
性
の
間
の
複
雑
で
具
体
的

な
相
互
作
用
に
依
存
す
る
。
そ
れ
で
も
、
あ
る
特
定
の
リ
ー
グ
に
お
け
る
長
期
の
結
果
は
、﹃
プ
ロ
サ
ッ
カ
ー
﹄、﹃
週
末
の
交
流
ゲ
ー
ム
﹄、

﹃
少
年
サ
ッ
カ
ー
リ
ー
グ
﹄
等
と
明
確
に
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
相
互
作
用
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
上
手
く
い
っ
て
選
手
が
入

れ
替
わ
り
な
が
ら
も
何
年
も
続
く
リ
ー
グ
も
あ
ろ
う
し
、
上
手
く
い
か
な
い
リ
ー
グ
も
あ
る
だ
ろ
う）
₃（
（

。﹂
マ
デ
ィ
ソ
ン
ら
に
よ
れ
ば
、
Ｉ
Ａ

Ｄ
枠
組
に
基
づ
い
て
サ
ッ
カ
ー
リ
ー
グ
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
サ
ッ
カ
ー
リ
ー
グ
の
成
功
や
失
敗
が
特
定
の
文
脈
の
関
数
で
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
る
と
す
る
。
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以
上
を
踏
ま
え
て
、
Ｉ
Ａ
Ｄ
枠
組
の
各
概
念
に
つ
い
て
簡
単
に
み
て
い
こ
う
（
な

お
以
下
で
は
、
オ
ス
ト
ロ
ム
の
用
語
法
に
倣
っ
て
、
コ
モ
ン
プ
ー
ル
資
源
の
共
的
管

理
制
度
の
こ
と
を
﹁
自
然
資
源
（
の
）
コ
モ
ン
ズ
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
）。

①
外
因
的
変
数
（E

xogenous V
ariables

）

　

外
因
的
変
数
と
は
、行
動
の
ア
リ
ー
ナ
の
構
造
に
大
き
く
作
用
す
る
要
素
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
、
ⅰ
資
源
の
生
物
的
・
物
理
的
な
特
性
（biophysical 

characteristics

）、
ⅱ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
属
性
（attributes of the 

com
m

unity

）、ⅲ
実
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
ル
ー
ル
（rules-in-use

）
か
ら
な
る
。

　

ⅰ
資
源
の
生
物
的
な
特
性
と
は
、
ロ
ブ
ス
タ
ー
漁
の
例
で
い
え
ば
、
ロ
ブ
ス
タ
ー

の
生
長
老
化
や
繁
殖
の
速
度
と
い
っ
た
特
性
の
こ
と
で
あ
る
。
資
源
の
物
理
的
な
特

性
と
は
、
例
え
ば
競
合
性
の
高
い
／
低
い
資
源
な
の
か
、
排
除
性
の
高
い
／
低
い
資

源
な
の
か
、
と
い
っ
た
資
源
の
性
質
の
こ
と
で
あ
る
。
ⅱ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
属
性
と

は
、
例
え
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
メ
ン
バ
ー
の
選
好
が
ど
の
程
度
同
質
／
異
質
な
の

か
、
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ロ
ブ
ス
タ
ー
漁
の
例
で
い
え
ば
、
漁
師
同
士
の
住
居

の
間
隔
や
親
族
関
係
の
存
在
、
ロ
ブ
ス
タ
ー
漁
に
必
要
な
漁
師
の
技
能
と
い
っ
た
も

の
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
属
性
に
含
ま
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
ⅲ
実
際
に
用
い
ら
れ
て

い
る
ル
ー
ル
と
は
、
特
定
の
問
題
を
戦
略
的
に
解
決
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る

＜図１：自然資源コモンズの分析枠組：IAD枠組＞
（36）

資源の生物的・
物理的な特性

行動の状況
コミュニティの属性

実際に用いられてい
るルール

相互作用のパ
ターン

結　果

アクター

外因的変数 行動のアリーナ

評
価
の
基
準
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規
制
の
こ
と
で
あ
る
。
ロ
ブ
ス
タ
ー
漁
の
例
で
い
え
ば
、
漁
獲
者
や
漁
獲
量
、
漁
獲
時
期
に
関
す
る
フ
ォ
ー
マ
ル
お
よ
び
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル

な
ル
ー
ル
が
こ
れ
に
含
ま
れ
よ
う）
₃₇
（

。

　

こ
れ
ら
の
三
つ
の
要
素
は
、
す
べ
て
独
立
変
数
と
し
て
行
動
の
ア
リ
ー
ナ
の
構
造
に
影
響
を
与
え
る
も
の
と
さ
れ
る
。
同
一
の
ル
ー
ル
の

組
み
合
わ
せ
を
用
い
た
と
し
て
も
、
資
源
の
特
性
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
属
性
が
異
な
れ
ば
、
異
な
っ
た
タ
イ
プ
の
行
動
の
状
況
が
生
ま
れ
る

可
能
性
が
あ
る
。

②
行
動
の
ア
リ
ー
ナ
（A

ction A
rena

）

　

自
然
資
源
コ
モ
ン
ズ
の
分
析
の
要
と
な
る
の
は
、
行
動
の
ア
リ
ー
ナ
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
行
動
の
ア
リ
ー
ナ
と
は
、
多
様
な
選
好
を
も
っ

た
参
加
者
ら
が
相
互
に
作
用
し
、
財
や
サ
ー
ビ
ス
を
交
換
し
、
問
題
を
解
決
し
、
互
い
を
支
配
し
た
り
、
争
っ
た
り
す
る
、
社
会
的
空
間
の

こ
と
で
あ
る）
₃（
（

。
行
動
の
ア
リ
ー
ナ
は
、
ア
ク
タ
ー
と
行
動
の
状
況
（action situations

）
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

　

行
動
の
状
況
と
は
、
二
以
上
の
ア
ク
タ
ー
が
複
数
の
潜
在
的
な
行
動
の
選
択
肢
に
直
面
し
て
い
る
状
況
で
あ
り
、
こ
の
選
択
の
相
互
作
用

の
帰
結
が
ゲ
ー
ム
の
結
果
（outcom

es

）
と
な
る）
₃₉
（

。
行
動
の
状
況
に
含
ま
れ
る
要
素
に
は
、
ⅰ
参
加
者
、
ⅱ
参
加
者
が
占
め
る
地
位
、
ⅲ

行
動
、
ⅳ
潜
在
的
結
果
、
ⅴ
行
動
と
結
果
の
因
果
関
係
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
ⅵ
行
動
の
状
況
に
関
す
る
情
報
、
ⅶ
行
動
の
費
用
と
便

益
、
と
い
っ
た
も
の
が
含
ま
れ
る
。
例
え
ば
、
参
加
者
の
タ
イ
プ
（
利
己
的
／
利
他
的
か
）
や
数
（
二
人
／
Ｎ
人
ゲ
ー
ム
か
）
の
相
違
、
あ

る
い
は
ゲ
ー
ム
の
性
質
（
繰
り
返
し
ゲ
ー
ム
／
意
思
疎
通
が
可
能
な
ゲ
ー
ム
か
）
の
相
違
な
ど
の
要
素
が
、
ゲ
ー
ム
に
お
い
て
異
な
る
結
果

を
与
え
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
る
。

　

行
動
の
ア
リ
ー
ナ
の
構
造
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
外
因
的
変
数
か
ら
影
響
を
受
け
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
相
互
作
用
の
帰
結
な
い
し

ゲ
ー
ム
の
結
果
は
、
時
の
経
過
と
と
も
に
行
動
の
ア
リ
ー
ナ
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
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③
相
互
作
用
の
パ
タ
ー
ン
と
結
果
（P

atterns of Interaction / O
utcom

es

）

　

な
ぜ
特
定
の
自
然
資
源
の
共
的
同
管
理
制
度
は
上
手
く
い
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
上
手
く
い
か
ず
失
敗
し
た
の
か
を
調
査
し
て
評
価
す
る

こ
と
も
、
コ
モ
ン
ズ
分
析
に
お
い
て
は
重
要
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
自
然
資
源
の
共
的
管
理
の
成
功
と
失
敗
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
要
素

と
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
動
が
ど
の
よ
う
に
相
互
に
作
用
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
図
１
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
相
互
作
用
の
パ
タ

ー
ン
は
、
行
動
の
状
況
と
密
接
に
結
び
付
い
て
い
る
。
ま
た
、
外
因
的
変
数
や
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
、
他
の
ア
ク
タ
ー
が
誰
か
と
い
う
こ
と
も
、

相
互
作
用
の
パ
タ
ー
ン
の
一
因
と
な
る
も
の
で
あ
る）
（₀
（

。

④
ま
と
め

　

以
上
の
よ
う
に
、
Ｉ
Ａ
Ｄ
枠
組
に
基
づ
く
分
析
は
、
関
連
し
た
質
問
を
、
外
因
的
変
数
、
行
動
の
ア
リ
ー
ナ
、
相
互
作
用
の
パ
タ
ー
ン
と

結
果
に
つ
い
て
群
別
に
集
め
て
問
う
こ
と
か
ら
な
る
。
オ
ス
ト
ロ
ム
は
、
具
体
的
事
例
に
お
い
て
実
際
に
起
こ
る
こ
と
を
決
定
す
る
外
因
的

変
数
の
可
能
な
組
み
合
わ
せ
が
多
様
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
結
果
も
多
様
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

　

例
え
ば
ロ
ブ
ス
タ
ー
漁
を
支
配
す
る
ル
ー
ル
は
、
こ
の
行
動
の
長
期
的
持
続
可
能
性
に
寄
与
す
る
が
、
実
際
に
観
察
さ
れ
た
相
互
作
用
の

パ
タ
ー
ン
は
、
そ
の
環
境
の
ロ
ブ
ス
タ
ー
に
と
っ
て
の
豊
か
さ
や
、
ル
ー
ル
が
実
際
に
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
さ
れ
る
程
度
、
天
候
な
ど
の
季
節
要

因
、
汚
染
な
ど
の
外
部
の
影
響
と
の
相
互
作
用
、
よ
り
大
き
な
経
済
の
状
態
等
に
依
存
す
る
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
結
果
に
比
較
的
影
響
が
少

な
い
と
判
明
す
る
も
の
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ロ
ブ
ス
タ
ー
漁
の
よ
う
な
、
一
つ
の
コ
モ
ン
プ
ー
ル
資
源
の
共
的
管
理
制
度
の
成
功
や

失
敗
の
ケ
ー
ス
を
理
解
す
る
に
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
要
因
に
つ
い
て
の
考
慮
を
要
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

一
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⑶　

Ｉ
Ａ
Ｄ
枠
組
の
修
正
の
必
要
性

　

Ｉ
Ａ
Ｄ
枠
組
は
、
コ
モ
ン
ズ
研
究
者
の
間
で
、
長
年
に
わ
た
り
自
然
資
源
の
コ
モ
ン

ズ
制
度
の
主
た
る
分
析
枠
組
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。
知
的
資
源
の
コ
モ
ン
ズ
は
、

持
続
可
能
な
環
境
が
入
れ
子
状
に
重
な
っ
た
重
層
構
造
を
有
し
て
お
り
、
ガ
バ
ナ
ン
ス

制
度
の
成
功
に
寄
与
す
る
属
性
が
多
様
で
あ
る
点
で
、
自
然
資
源
コ
モ
ン
ズ
と
変
わ
る

と
こ
ろ
が
な
い
。
知
的
資
源
の
コ
モ
ン
ズ
制
度
を
分
析
す
る
上
で
も
、
Ｉ
Ａ
Ｄ
枠
組
は

有
用
な
ツ
ー
ル
と
な
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
ら
に
よ
れ
ば
、
Ｉ
Ａ
Ｄ
枠

組
を
構
築
型
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
仕
組
み
に
適
用
す
る
場
合
、
大
き
く
二
つ
の
点
で
Ｉ
Ａ

Ｄ
枠
組
に
修
正
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。

①
資
源
の
構
築
性
お
よ
び
外
因
的
変
数
間
の
相
互
作
用
性

　

一
つ
は
、
外
因
的
変
数
に
つ
い
て
の
修
正
で
あ
る）
（₂
（

。

　

自
然
資
源
コ
モ
ン
ズ
の
仕
組
み
は
、
基
本
的
に
は
、
有
限
資
源
の
持
続
的
管
理
を
意

図
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
構
築
型
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
仕
組
み
は
、
自
然
資
源
コ
モ

ン
ズ
と
異
な
り
、
そ
の
中
で
構
成
員
が
既
存
の
資
源
を
共
有
す
る
だ
け
で
な
く
、
新
た

な
資
源
を
生
産
す
る
よ
う
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
構
造
を
創
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
構

築
型
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
仕
組
み
は
、
知
的
資
源
の
管
理
シ
ス
テ
ム
と
し
て
機
能
す
る
の

み
な
ら
ず
、
管
理
対
象
と
な
る
知
的
資
源
自
体
の
生
産
シ
ス
テ
ム
と
し
て
も
機
能
す
る

＜図２：文化コモンズの分析枠組：修正 IAD枠組＞
（41）

資源の特性

行動の状況コミュニティの属性

実際に用いられてい
るルール

相互作用のパ
ターン

アクター

行動のアリーナ

評
価
の
基
準
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の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
構
築
型
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
機
能
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
Ｉ
Ａ
Ｄ
枠
組
を
修
正
し
、

管
理
対
象
と
な
る
資
源
自
体
の
構
築
性
と
い
う
特
性
を
反
映
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。

　

ま
た
、
管
理
対
象
の
資
源
の
特
性
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
属
性
、
コ
モ
ン
ズ
で
用
い
ら
れ
る
ル
ー
ル
と
い
う
三
つ
の
要
素
の
相
互
関
係
に
つ

い
て
も
、
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
自
然
資
源
コ
モ
ン
ズ
で
は
、
こ
れ
ら
は
相
互
に
独
立
し
た
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た

が
、
構
築
型
文
化
コ
モ
ン
ズ
で
は
、
管
理
対
象
の
資
源
自
体
が
コ
モ
ン
ズ
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
資
源
の
特
性
を
そ
の

生
産
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
属
性
や
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
ル
ー
ル
と
切
り
離
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
例
え
ば
、
パ
テ
ン
ト
・

プ
ー
ル
の
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
特
許
（
資
源
）
を
プ
ー
ル
に
提
供
す
る
こ
と
に
合
意
し
た
特
許
権
の
保
有
者
ら
は
、
プ
ー
ル
構
築
の
一

環
と
し
て
定
め
ら
れ
た
標
準
化
の
ル
ー
ル
に
し
た
が
っ
て
こ
れ
を
利
用
で
き
る
。
こ
う
し
た
仕
組
み
は
、
プ
ー
ル
の
構
成
員
に
と
り
、
内
部

で
の
共
有
と
利
用
を
促
進
し
、
同
時
に
外
部
環
境
と
相
互
作
用
し
構
成
員
以
外
と
の
関
係
を
形
成
す
る
環
境
を
生
み
だ
す
。
こ
の
よ
う
に
、

構
築
型
文
化
コ
モ
ン
ズ
に
お
い
て
は
、
上
記
の
三
つ
の
要
素
が
相
互
に
繰
り
返
し
作
用
し
あ
っ
て
お
り
、
か
か
る
特
性
に
つ
い
て
も
、
Ｉ
Ａ

Ｄ
枠
組
を
修
正
し
て
反
映
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
（
図
２
参
照
）。

②
相
互
作
用
の
パ
タ
ー
ン
と
結
果
の
区
別
の
消
失

　

も
う
一
つ
は
、
相
互
作
用
の
パ
タ
ー
ン
と
結
果
と
の
区
別
に
つ
い
て
の
修
正
で
あ
る）
（₃
（

。

　

構
築
型
文
化
コ
モ
ン
ズ
で
は
、
行
動
の
ア
リ
ー
ナ
に
お
い
て
人
々
が
ル
ー
ル
や
資
源
と
、
ま
た
お
互
い
と
ど
の
よ
う
に
相
互
作
用
す
る
か

は
、
そ
れ
自
体
コ
モ
ン
ズ
が
生
み
だ
す
知
的
資
源
の
形
態
や
内
容
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
た
一
つ
の
結
果
で
あ
る
。
例
え
ば
、
オ
ー
プ
ン
ソ

ー
ス
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
考
え
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
開
発
協
働
体
の
存
在
と
働
き
や
、
オ
ー
プ
ン

ソ
ー
ス
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
呼
ば
れ
る
動
的
な
も
の
の
同
一
性
や
、
関
連
す
る
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
・
ラ
イ

一
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セ
ン
ス
の
存
在
と
働
き
は
、
互
い
の
性
質
を
規
定
し
あ
っ
て
い
る
。
コ
モ
ン
ズ
の
行
動
の
ア
リ
ー
ナ
と
、
資
源
お
よ
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
属

性
や
コ
モ
ン
ズ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
ル
ー
ル
と
が
交
錯
し
て
お
り
、
コ
モ
ン
ズ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
フ
ォ
ー
マ
ル
な
法
と
イ
ン
フ
ォ
ー

マ
ル
な
ル
ー
ル
の
体
系
の
両
方
の
役
割
を
考
え
れ
ば
、
こ
う
し
た
相
互
作
用
の
パ
タ
ー
ン
は
コ
モ
ン
ズ
制
度
の
結
果
と
切
り
離
す
こ
と
が
で

き
な
い
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
構
築
型
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
特
性
に
つ
い
て
も
、
Ｉ
Ａ
Ｄ
枠
組
を
修
正
し
て
反
映
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
わ

け
で
あ
る
（
図
２
参
照
）。

２　

知
的
資
源
の
共
的
生
産
シ
ス
テ
ム
の
系
統
的
分
析
枠
組―

―

オ
ス
ト
ロ
ム
の
Ｉ
Ａ
Ｄ
枠
組
の
修
正

　

そ
こ
で
以
上
を
前
提
に
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
ら
が
提
示
す
る
修
正
Ｉ
Ａ
Ｄ
枠
組
の
詳
細
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
調
査
の
指
針
と
な
る
質
問
群
の

内
容
に
照
ら
し
な
が
ら
、
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

マ
デ
ィ
ソ
ン
ら
に
よ
れ
ば
、
修
正
Ｉ
Ａ
Ｄ
枠
組
に
基
づ
い
て
構
築
型
文
化
コ
モ
ン
ズ
を
分
析
す
る
際
に
は
、
ま
ず
、
コ
モ
ン
ズ
が
構
築
さ

れ
る
背
景
環
境
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、と
い
う
点
の
探
求
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
背
景
環
境
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、

次
に
、
構
築
型
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
行
動
の
ア
リ
ー
ナ
に
影
響
を
与
え
る
基
本
的
特
性
に
つ
い
て
の
調
査
へ
と
移
る
。
そ
の
後
、
構
築
型
文
化

コ
モ
ン
ズ
の
特
定
の
行
動
の
ア
リ
ー
ナ
か
ら
生
ず
る
相
互
作
用
の
パ
タ
ー
ン
と
結
果
に
つ
い
て
の
調
査
へ
と
至
る
の
で
あ
る
。

⑴　

背
景
環
境
の
探
求）
（（
（

　

マ
デ
ィ
ソ
ン
ら
に
よ
れ
ば
、
構
築
型
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
分
析
に
お
い
て
最
初
に
問
う
べ
き
は
、
コ
モ
ン
ズ
が
構
築
さ
れ
る
背
景
の
環
境
で

あ
る
。
つ
ま
り
文
化
コ
モ
ン
ズ
に
お
い
て
管
理
さ
れ
る
資
源
が
、
本
来
、
知
的
財
産
権
の
保
護
が
及
ぶ
タ
イ
プ
の
も
の
な
の
か
ど
う
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
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既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
知
的
資
源
の
生
産
シ
ス
テ
ム
の
環
境
は
、
誰
で
も
資
源
へ
の
完
全
に
自
由
な
ア
ク
セ
ス
が
認
め
ら
れ
る
パ
ブ
リ
ッ

ク
・
ド
メ
イ
ン
の
環
境
か
ら
、
知
的
財
産
権
に
よ
っ
て
資
源
が
私
的
に
囲
い
込
ま
れ
、
権
利
者
以
外
の
者
の
資
源
利
用
が
完
全
に
排
除
さ
れ

る
環
境
ま
で
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
環
境
が
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
上
に
並
ん
で
い
る
。
そ
う
し
た
両
極
の
環
境
の
い
ず
れ
か
を
背
景
と
し
つ
つ
、
そ

こ
か
ら
離
脱
し
た
中
間
的
な
状
態
を
作
り
だ
す
た
め
に
構
築
さ
れ
る
の
が
文
化
コ
モ
ン
ズ
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
構
築
型
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
の
出
発
点
と
し
て
、
そ
う
し
た
背
景
と
な
る
環
境
を
特
定
す
る
こ
と
が
重
要
と
な

る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
定
に
よ
っ
て
、
あ
る
文
化
コ
モ
ン
ズ
と
関
連
す
る
制
度
や
行
動
が
入
れ
子
状
に
な
っ
て
い
る
よ
り

大
き
な
環
境
の
輪
郭
が
定
ま
り
、
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
社
会
的
、
政
治
的
、
経
済
的
側
面
の
源
と
意
義
が
よ
り
良
く
記
述
さ
れ
る
こ
と
に
つ
な

が
る
と
し
て
い
る
。

⑵　

構
築
型
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
基
本
的
特
性

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
個
々
の
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
背
景
と
な
る
環
境
を
特
定
し
た
後
に
問
う
べ
き
は
何
か
。
マ
デ
ィ
ソ
ン
ら
に
よ

れ
ば
、
そ
れ
は
、
構
築
型
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
機
能
を
支
え
る
基
本
的
特
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
修
正
Ｉ
Ａ
Ｄ
枠
組
の
見
取
り
図
（
図
２
）
で

い
え
ば
、
左
側
の
項
目
、
つ
ま
り
資
源
の
特
性
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
属
性
、
実
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
ル
ー
ル
の
項
目
に
関
係
す
る
調
査
と

い
え
る
。

　

マ
デ
ィ
ソ
ン
ら
は
、
オ
ス
ト
ロ
ム
の
自
然
資
源
コ
モ
ン
ズ
の
調
査
を
参
考
に
、
構
築
型
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
基
本
的
特
性
に
関
す
る
調
査
項

目
と
し
て
、
具
体
的
に
次
の
四
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
文
化
コ
モ
ン
ズ
に
お
い
て
共
的
管
理
さ
れ
る
資
源
の
特
性
と
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
属
性
、
②
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
構
築
目
的
、
③
文
化
コ
モ
ン
ズ
に
お
け
る
資
源
お
よ
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
開
放
性
の
程
度
、
④
文
化
コ

モ
ン
ズ
に
お
い
て
作
動
し
て
い
る
ル
ー
ル
な
い
し
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
構
造
で
あ
る
。

一
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こ
れ
ら
の
調
査
項
目
は
固
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
構
築
型
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
に
適
用
す
る
な
か
で
、
更
新
が
予
定

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
調
査
項
目
に
関
す
る
リ
サ
ー
チ
・
ク
エ
ッ
シ
ョ
ン
を
一
連
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
に
適
用
し
て
改
良
し
て
ゆ

く
こ
と
で
、
文
化
環
境
に
お
い
て
構
築
さ
れ
る
コ
モ
ン
ズ
の
制
度
が
成
功
し
持
続
す
る
た
め
の
要
因
を
析
出
し
、
失
敗
に
終
わ
る
コ
モ
ン
ズ

制
度
と
区
別
す
る
た
め
の
属
性
を
見
い
だ
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る）
（（
（

。

　

そ
こ
で
以
下
で
は
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
ら
が
提
示
す
る
調
査
項
目
に
そ
っ
て
、
そ
の
概
要
を
簡
単
に
確
認
し
て
い
こ
う
。

①
資
源
の
特
性
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
属
性）
（₆
（

　

調
査
項
目
の
一
つ
め
は
、
共
的
管
理
さ
れ
て
い
る
資
源
の
特
性
と
、
関
係
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
属
性
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
特
定
の
構
築

型
文
化
コ
モ
ン
ズ
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
資
源
が
管
理
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
人
々
や
組
織
が
参
加
し
て
い
る
の
か
を
識

別
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
調
査
を
よ
り
厳
密
な
も
の
と
し
、
制
度
や
ガ
バ
ナ
ン
ス
や
持
続
可
能
性
の
条
件
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
の
基
盤
と
な
る
。

②
構
築
目
的
の
特
定）
（₇
（

　

調
査
項
目
の
二
つ
め
は
、
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
構
築
目
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
特
定
の
文
化
コ
モ
ン
ズ
が
、
知
的
資
源
を
共
的
管
理
す
る
こ

と
で
、
ど
の
よ
う
な
問
題
に
対
処
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
識
別
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

自
然
資
源
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
コ
モ
ン
ズ
が
対
処
し
よ
う
と
す
る
問
題
は
明
確
か
も
し
れ
な
い
。
魚
や
牧
草
や
樹
木
と
い
っ
た
資
源
単
位

に
は
消
費
の
競
合
性
の
問
題
が
あ
り
、
過
剰
消
費
に
よ
る
資
源
の
枯
渇
の
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
漁
場
か
ら
ロ
ブ
ス
タ
ー

を
獲
れ
ば
他
の
全
員
の
取
り
分
が
減
少
す
る
し
、
漁
規
制
を
行
う
こ
と
な
く
漁
師
の
利
己
的
な
行
動
に
任
せ
て
漁
を
す
れ
ば
ロ
ブ
ス
タ
ー
個

一
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体
数
の
持
続
可
能
性
が
脅
か
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
知
的
資
源
の
場
合
に
は
、
資
源
の
利
用
が
競
合
せ
ず
、
む
し
ろ
他
人
の
利
用
可
能
性
を
減
ず
る
こ
と
な
く
多
く
の
人
が
同
時
に
利

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
知
的
資
源
に
つ
い
て
、
過
剰
利
用
に
よ
る
枯
渇
が
主
た
る
問
題
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
例
え
ば
、
Ａ
Ｐ
通
信
発
の

ニ
ュ
ー
ス
記
事
を
、
Ａ
Ｐ
通
信
に
加
盟
す
る
あ
る
新
聞
社
が
新
聞
に
掲
載
し
た
と
し
て
も
、
他
の
加
盟
各
社
に
お
い
て
そ
の
ニ
ュ
ー
ス
記
事

を
利
用
す
る
こ
と
は
引
き
続
き
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
知
的
資
源
の
共
的
管
理
体
制
が
構
築

さ
れ
て
い
る
の
か
を
識
別
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

　

文
化
コ
モ
ン
ズ
が
対
処
し
よ
う
と
す
る
問
題
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
り
得
る
が
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
の
は
、
例
え
ば
、
管
理
対
象

の
知
的
資
源
の
生
産
や
、
知
的
資
源
の
利
用
を
望
む
多
様
な
ア
ク
タ
ー
間
で
の
円
滑
な
交
渉
を
阻
む
取
引
費
用
の
克
服
、
あ
る
い
は
創
造
性

を
さ
ら
に
高
め
る
た
め
の
有
用
な
共
通
基
盤
の
構
築
な
ど
で
あ
る
。

　

マ
デ
ィ
ソ
ン
ら
は
、
よ
り
一
般
的
な
観
点
か
ら
、
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
中
心
的
な
構
築
目
的
と
し
て
三
つ
の
タ
イ
プ
の
も
の
を
指
摘
し
て
い

る
。
一
つ
は
、
知
的
財
産
権
と
は
独
立
に
存
在
す
る
集
合
行
為
や
非
協
調
行
動
の
ジ
レ
ン
マ
、
あ
る
い
は
取
引
費
用
の
問
題
へ
の
対
処
を
目

的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
Ｇ
Ｐ
Ｌ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
標
準
化
活
動
な
ど
は
こ
の
タ
イ
プ
に

属
す
る
。
も
う
一
つ
は
、
知
的
財
産
権
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
集
合
行
為
や
非
協
調
行
動
の
ジ
レ
ン
マ
、
あ
る
い
は
取
引
費
用

の
問
題
へ
の
対
処
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
般
に
有
用
な
知
的
資
源
が
私
有
化
さ
れ
る
の
を
防
ぐ
防
衛
手
段
と
し
て
構
築

さ
れ
た
、SN

P

（Single N
ucleotide P

olym
orphism

）
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
や
遺
伝
子
配
列
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
一
般
公
開
を
含
む
ヒ
ト
ゲ

ノ
ム
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
ど
は
、
こ
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
文
化
コ
モ
ン
ズ
と
い
え
る
。
三
つ
め
は
、
そ
の
前
提
と
す
る
規
範
が
異
な
る
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
同
士
を
媒
介
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
大
学
の
研
究
者
が
開
発
し
た
知
的
資
源
を
特
許
化
し
、
そ
れ
を

民
間
企
業
に
技
術
移
転
を
す
る
産
学
連
携
組
織
で
あ
る
Ｔ
Ｌ
Ｏ
は
、
こ
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
文
化
コ
モ
ン
ズ
と
い
え
る
。

一
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一
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③
開
放
性
の
程
度）
（（
（

　

調
査
項
目
の
三
つ
め
は
、
文
化
コ
モ
ン
ズ
に
お
け
る
開
放
性
の
程
度
で
あ
る
。
こ
れ
は
さ
ら
に
、
資
源
に
適
用
さ
れ
る
開
放
性
と
、
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
に
適
用
さ
れ
る
開
放
性
と
に
分
か
れ
る
。

　

ま
ず
、
資
源
に
適
用
さ
れ
る
開
放
性
と
は
、
あ
る
文
化
コ
モ
ン
ズ
が
、
そ
の
管
理
す
る
資
源
へ
の
ア
ク
セ
ス
お
よ
び
利
用
を
ど
の
程
度
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
お
り
、
ま
た
、
そ
う
し
た
資
源
の
ア
ク
セ
ス
お
よ
び
利
用
を
ど
の
よ
う
な
人
々
に
対
し
て
認
め
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
資
源
へ
の
ア
ク
セ
ス
お
よ
び
利
用
の
条
件
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
程
度
は
、
法
制
度
を
通
じ
て
調
整
さ
れ
る
場
合
も
あ
れ

ば
、
社
会
規
範
や
慣
習
を
通
じ
て
調
整
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
社
会
制
度
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
資
源
が
開

放
さ
れ
る
範
囲
は
、
我
々
が
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
管
理
資
源
ア
ク
セ
ス
し
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
関
係
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
か
者
か
ど
う
か

と
い
う
意
味
で
、
潜
在
的
な
資
源
利
用
者
の
間
の
関
係
の
構
造
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
資
源
に
適
用
さ
れ
る
開
放
性
は
、

機
能
的
な
変
数
で
あ
る
と
同
時
に
、
関
係
的
な
変
数
で
も
あ
る
。

　

次
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
適
用
さ
れ
る
開
放
性
と
は
、
そ
の
文
化
コ
モ
ン
ズ
を
部
分
的
に
構
成
す
る
資
源
の
提
供
者
ま
た
は
利
用
者
と
し

て
我
々
が
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
関
わ
る
能
力
の
こ
と
を
指
す
。
こ
れ
は
、
そ
の
文
化
コ
モ
ン
ズ
が
支
え
る
こ
と
を
意
図
す
る
創
造
的
ま
た

は
革
新
的
プ
ロ
セ
ス
の
構
成
員
と
な
っ
た
り
、
こ
れ
に
参
加
し
た
り
す
る
た
め
に
、
ど
の
程
度
の
資
格
や
ハ
ー
ド
ル
を
ク
リ
ア
す
る
必
要
が

あ
る
の
か
、
と
い
う
指
標
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
あ
る
特
定
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
、
関
連
す
る
文
脈
や
制
度
や
社
会
慣
習
に
ど
の
程
度
ア

ク
セ
ス
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
ら
と
ど
の
程
度
相
互
に
関
連
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
指
標
で
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
資
源
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
適
用
さ
れ
る
開
放
性
の
程
度
は
、自
然
資
源
（
コ
モ
ン
プ
ー
ル
資
源
）
の
コ
モ
ン
ズ
の
場
合
に
は
、

そ
れ
ほ
ど
議
論
と
な
ら
な
い
。
自
然
資
源
は
一
般
に
希
少
資
源
で
あ
り
、
か
つ
消
費
が
競
合
的
で
あ
る
た
め
、
資
源
を
オ
ー
プ
ン
・
ア
ク
セ

ス
に
供
す
る
と
過
剰
消
費
の
悲
劇
が
起
こ
り
や
す
い
。
こ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
自
然
資
源
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
有
限
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

一
七
一
八
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に
限
定
し
て
、
人
々
の
消
費
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
必
要
が
あ
る
。
オ
ス
ト
ロ
ム
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
、
あ
る
自
然
資
源
を
共
有
す
る
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
境
界
は
、
コ
モ
ン
ズ
の
自
治
の
境
界
と
同
範
囲
で
あ
る
こ
と
が
多
い
と
さ
れ
る）
（₉
（

。
ゆ
え
に
、
自
然
資
源
の
コ
モ
ン
ズ
に
つ
い

て
は
、
基
本
的
に
、
資
源
の
消
費
が
構
成
員
に
対
し
て
開
か
れ
、
外
部
者
に
対
し
て
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

構
成
員
に
対
す
る
資
源
の
開
放
性
の
程
度
は
、
資
源
の
持
続
可
能
性
の
観
点
か
ら
決
定
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。

　

一
方
、
知
的
資
源
の
場
合
に
は
、
一
般
に
希
少
資
源
で
は
な
く
、
か
つ
消
費
が
非
競
合
的
で
あ
る
た
め
、
知
的
資
源
を
オ
ー
プ
ン
・
ア
ク

セ
ス
に
供
し
た
と
し
て
も
、﹁
過
剰
消
費
﹂
に
よ
る
資
源
の
枯
渇
を
恐
れ
る
必
要
は
な
い
。
ま
た
、
知
的
資
源
の
利
用
が
﹁
過
飽
和
﹂
と
な

っ
て
、
個
々
の
資
源
の
価
値
が
非
効
率
に
使
い
果
た
さ
れ
て
し
ま
う
場
合
も
稀
で
あ
る）
（₀
（

。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
、
外
部
者

で
も
ア
ク
セ
ス
可
能
な
知
的
資
源
を
持
続
的
に
生
産
し
管
理
す
る
こ
と
は
、
社
会
に
と
っ
て
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
意
味

で
は
、
そ
の
生
産
す
る
知
的
資
源
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
外
部
者
の
人
々
に
ど
の
程
度
開
放
し
広
め
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
構
築
型
文
化

コ
モ
ン
ズ
の
社
会
的
便
益
の
程
度
を
測
る
一
つ
の
尺
度
と
も
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
あ
る
文
化
コ
モ
ン
ズ
が
、
管
理
資
源
の
創
造
や
生
産
に

寄
与
し
な
い
外
部
者
に
対
し
て
、
資
源
の
ア
ク
セ
ス
お
よ
び
利
用
を
ど
の
程
度
認
め
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
当
該
文
化
コ
モ
ン
ズ
に

お
け
る
開
放
性
の
程
度
を
調
査
す
る
上
で
、
有
用
な
質
問
事
項
と
な
り
え
よ
う
。

④
ガ
バ
ナ
ン
ス
な
い
し
﹁
実
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
ル
ー
ル
﹂

　

調
査
項
目
の
四
つ
め
は
、
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
な
い
し
﹁
実
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
ル
ー
ル
﹂
の
構
造
で
あ
る
。
こ
の
項
目
に

関
し
て
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
ら
は
、
次
の
よ
う
な
よ
り
具
体
的
な
調
査
項
目
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ⅰ
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
歴
史
と
変
遷
、

ⅱ
権
原
の
構
造
と
資
源
の
供
給
、
ⅲ
制
度
的
環
境
、
ⅳ
文
化
コ
モ
ン
ズ
自
体
に
影
響
を
及
ぼ
す
法
構
造
、
ⅴ
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス

構
造
、
の
五
つ
で
あ
る
。
以
下
、
順
に
み
て
い
こ
う
。

一
七
一
九



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
四
巻
六
号�

七
二

構
築
型
文
化
コ
モ
ン
ズ
と
著
作
権
法

ⅰ
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
歴
史
と
変
遷）
（₁
（

　

一
つ
は
、
そ
の
文
化
コ
モ
ン
ズ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
、
そ
の
後
、
時
と
と
も
に
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
に

関
す
る
調
査
で
あ
る
。

　

文
化
コ
モ
ン
ズ
を
取
り
巻
く
市
場
の
構
造
や
集
団
の
構
造
は
、
時
の
経
過
と
と
も
に
変
化
し
う
る
。
そ
し
て
、
文
化
コ
モ
ン
ズ
を
取
り
巻

く
法
的
環
境
も
ま
た
、
新
た
な
法
制
の
出
現
や
背
景
と
な
る
法
的
権
原
の
変
化
、
存
続
期
間
の
満
了
な
ど
、
経
時
的
に
変
化
し
う
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
環
境
の
変
化
に
対
し
、
特
定
の
文
化
コ
モ
ン
ズ
が
ど
の
よ
う
に
適
応
し
変
化
し
て
き
た
か
と
い
う
歴
史
を
調
査
す
る
こ

と
は
、
そ
の
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
構
築
目
的
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
上
で
有
用
で
あ
る
と
と
も
に
、
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
規
範
的
基
盤
を
明

ら
か
に
し
、
そ
の
抱
え
る
問
題
点
を
炙
り
出
す
こ
と
に
も
寄
与
し
う
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

ⅱ
権
原
の
構
造
と
資
源
の
供
給
メ
カ
ニ
ズ
ム）
（₂
（

　

二
つ
は
、
資
源
の
境
界
は
ど
の
よ
う
に
確
定
さ
れ
る
の
か
、
ま
た
資
源
が
ど
の
よ
う
に
提
供
さ
れ
、
コ
モ
ン
ズ
の
一
部
に
組
み
入
れ
ら
れ

る
の
か
、
と
い
う
点
（how

）
に
関
す
る
調
査
で
あ
る
。
こ
の
質
問
は
、
資
源
自
体
を
取
り
囲
む
境
界
と
、
そ
う
し
た
境
界
の
社
会
的
な
構

築
の
さ
れ
方
に
関
す
る
、
一
連
の
問
題
を
把
握
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
質
問
は
、
ど
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
資
源

が
提
供
さ
れ
コ
モ
ン
ズ
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
（w

hat

）
に
関
す
る
調
査
（﹁
①
資
源
の
特
性
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
属
性
﹂

の
調
査
）
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

　

資
源
を
取
り
囲
む
境
界
は
、
自
然
資
源
の
コ
モ
ン
ズ
の
場
合
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
問
題
と
な
ら
な
い
。
河
川
や
森
林
と
い
っ
た
コ
モ
ン
プ
ー

ル
資
源
に
は
底
や
河
川
敷
や
野
と
い
っ
た
自
然
発
生
的
な
境
界
が
あ
り
、
そ
れ
を
基
準
に
境
界
を
維
持
し
な
が
ら
自
然
資
源
の
共
的
管
理
を

行
う
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
場
合
に
は
、
資
源
を
取
り
囲
む
境
界
を
把
握
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

一
七
二
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知
的
資
源
は
無
体
物
で
あ
る
た
め
、
物
理
的
な
境
界
が
な
く
、
基
本
的
に
そ
の
境
界
は
法
的
、
社
会
的
に
構
築
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
）
（₃
（

。
ま
た
、
そ
う
し
た
法
的
、
社
会
的
構
築
物
と
し
て
の
境
界
は
事
後
的
に
変
動
し
う
る
も
の
で
も
あ
り
、
境
界
を
維
持
し
な
が
ら
知
的
資

源
の
共
的
管
理
を
行
う
こ
と
も
簡
単
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
知
的
資
源
の
境
界
を
調
査
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
文
化
環
境
に
お
い
て
は
、
コ
モ
ン
ズ
の
資
源
自
体
が
、
新
た
な
資
源
の
供
給
源
と
な
る
場
合
が
あ
り
（
例
え
ば
、
改
良
発
明
）、

そ
の
よ
う
に
動
的
に
生
産
さ
れ
る
資
源
が
ど
の
よ
う
に
コ
モ
ン
ズ
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
の
理
解
も
重
要
と
な
る
。
知
的
資

源
が
文
化
コ
モ
ン
ズ
に
供
給
さ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
こ
れ
ら
の
資
源
が
コ
モ
ン
ズ
に
含
ま
れ
た
場
合
の
利
用
権
原
の
性
質
を
理
解
す
る
必
要

が
あ
る
。

ⅲ
制
度
的
環
境）
（（
（

　

三
つ
は
、
文
化
コ
モ
ン
ズ
を
取
り
巻
く
市
場
や
産
業
の
構
造
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
そ
れ
ら
は
文
化
コ
モ
ン
ズ
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し

て
い
る
の
か
、
文
化
コ
モ
ン
ズ
に
お
け
る
個
々
の
ア
ク
タ
ー
の
役
割
と
利
益
を
表
す
社
会
構
造
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
と
い
う
点
に
関
す

る
調
査
で
あ
る
。

　

文
化
コ
モ
ン
ズ
は
、
そ
の
構
成
員
同
士
が
緩
く
し
か
結
び
つ
か
な
い
、
と
き
に
は
特
定
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の

み
結
び
つ
く
よ
う
な
、
非
階
層
的
で
分
散
型
の
制
度
的
環
境
に
置
か
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
構
成
員
は
、
関
連
す
る
共

同
体
や
企
業
や
個
人
や
グ
ル
ー
プ
や
社
会
規
範
構
造
に
ま
で
広
が
り
う
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
の
一
部
で
あ
る
と
い

っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
多
く
の
文
化
コ
モ
ン
ズ
を
理
解
す
る
上
で
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
市
場
・
産
業
の
制
度
構
造
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
さ
れ

た
ア
ク
タ
ー
の
社
会
構
造
を
把
握
す
る
こ
と
は
重
要
な
営
み
で
あ
る
。

一
七
二
一
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ⅳ
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
構
築
や
存
続
に
影
響
を
与
え
る
法
構
造）
（（
（

　

四
つ
は
、
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
構
築
や
存
続
に
影
響
を
与
え
る
法
制
や
国
家
の
支
援
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
点
の
調

査
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
所
得
税
制
度
は
、
企
業
や
非
営
利
法
人
、
研
究
団
体
に
よ
る
研
究
費
の
控
除
等
を
認
め
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
協
調
的
行
動

の
一
形
態
に
従
事
す
る
者
、
ま
た
は
協
調
的
行
動
に
従
事
す
る
意
図
を
持
つ
者
が
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
の
取
り
調
べ
を
免
除
さ
れ
た
り
、

控
え
目
な
対
応
が
な
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
知
的
財
産
権
の
効
力
が
及
ば
な
い
一
種
の
セ
ー
フ
・
ハ
ー
バ
ー
が
、

司
法
判
断
に
よ
っ
て
出
現
す
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
、Sony C

orp. of A
m

. v. U
niversal C

ity Studios, Inc., 464 U
.S. 417 （1984

）

は
、
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
が
著
作
権
の
侵
害
に
寄
与
す
る
と
い
う
不
服
申
立
て
に
対
し
て
そ
の
販
売
の
合
法
性
を
認
め
た
も
の
で
あ

る
が
、
著
作
物
の
複
製
技
術
の
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
に
対
す
る
セ
ー
フ
・
ハ
ー
バ
ー
を
司
法
主
導
で
生
み
出
し
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
国
家
機
関
が
、
特
定
の
文
化
コ
モ
ン
ズ
に
つ
い
て
そ
れ
が
社
会
的
厚
生
を
増
進
す
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
そ
う

し
た
コ
モ
ン
ズ
を
法
的
に
支
援
す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
調
査
す
る
こ
と
は
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
資
す
る
。

ⅴ
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
メ
カ
ニ
ズ
ム）
（₆
（

　

五
つ
は
、
構
成
員
に
な
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
者
か
、
そ
う
し
た
構
成
員
資
格
の
ル
ー
ル
を
決
め
る
の
は
誰
か
、
ど
の
よ

う
に
資
源
の
提
供
と
取
出
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
す
る
の
か
、
違
反
行
為
に
対
し
て
は
ど
の
よ
う
な
制
裁
と
紛
争
解
決
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
整
備
し
て

い
る
の
か
、
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
自
治
の
仕
組
み
は
ど
の
程
度
フ
ォ
ー
マ
ル
な
法
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
依
拠
し
、
ど
の
程
度
非
法
的
制
度
や
社
会

構
造
に
依
拠
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
程
度
こ
れ
ら
の
制
度
を
組
み
込
ん
で
い
る
の
か
、
と
い
う
点
に
関
す
る
調
査
で
あ
る
。

　

文
化
コ
モ
ン
ズ
の
構
成
員
ら
は
、
プ
ー
ル
に
資
源
を
提
供
し
た
り
こ
れ
か
ら
取
り
出
し
た
り
す
る
だ
け
で
な
く
、
関
連
す
る
参
加
ル
ー
ル

一
七
二
二
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を
採
択
し
た
り
修
正
し
た
り
し
て
自
治
を
行
な
う
権
利
を
も
つ
。
こ
の
よ
う
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
文
化
コ

モ
ン
ズ
分
析
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
調
査
す
べ
き
属
性
は
、
コ
モ
ン
ズ
の
開
放
性
の
程
度
に
関
す
る
調
査
事
項
と
あ
る
程
度
重
な

り
合
う
が
、
分
析
の
焦
点
が
、
コ
モ
ン
ズ
の
資
源
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
で
は
な
く
、
資
源
の
生
産
と
管
理
の
あ
り
方
に
関
す
る
意
思
決
定
へ

の
参
加
に
置
か
れ
て
い
る
点
で
異
な
る
。

　

自
己
統
治
の
程
度
は
、
オ
ス
ト
ロ
ム
の
研
究
に
お
い
て
、
資
源
プ
ー
ル
の
重
要
な
特
性
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
自
然
資
源
コ
モ
ン
ズ

の
場
合
、
効
果
的
な
自
己
統
治
に
は
通
常
、
公
的
な
制
裁
や
執
行
メ
カ
ニ
ズ
ム
へ
の
フ
ォ
ー
マ
ル
な
ア
ク
セ
ス
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

押
収
や
差
押
え
や
差
止
命
令
と
い
う
脅
威
が
な
い
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ベ
ー
ス
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
純
粋
に
規
範
ベ
ー
ス
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
だ
け

で
は
、
コ
モ
ン
ズ
の
持
続
に
と
っ
て
必
要
か
つ
十
分
な
効
力
が
得
ら
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る）
（₇
（

。

　

一
方
、
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
場
合
、
自
己
統
治
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
フ
ォ
ー
マ
ル
な
制
裁
当
局
が
ど
の
よ
う
に
効
果
的
に
結
び
付
い
て
い

る
の
か
と
い
う
点
は
、
い
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
文
化
コ
モ
ン
ズ
内
の
紛
争
解
決
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
に
依
っ
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
出
現
す
る
ま
で
は
、
自
己
統
治
を
行
な
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
関
す
る
研
究
は
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・

シ
ス
テ
ム
の
重
要
変
数
と
し
て
規
模
と
距
離
を
強
調
し
て
い
た
が
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
技
術
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
エ
ン
フ

ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
あ
り
方
に
つ
い
て
新
た
な
可
能
性
を
も
た
ら
し
た
。
特
定
の
文
化
コ
モ
ン
ズ
を
分
析
す
る
際
に
は
、
そ
れ
が
コ
モ
ン
ズ
の

ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
の
一
部
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
技
術
を
組
み
込
ん
で
い
る
の
か
ど
う
か
、
ど
の
よ
う
に
組
み
込
ん
で
い
る
の
か
、
と
い
う
点
に

つ
い
て
も
調
査
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
よ
う
。

⑶　

相
互
作
用
の
パ
タ
ー
ン
と
結
果）
（（
（

　

構
築
型
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
分
析
に
お
い
て
調
査
す
べ
き
最
後
の
項
目
は
、
特
定
の
行
動
の
ア
リ
ー
ナ
か
ら
生
ず
る
相
互
作
用
の
パ
タ
ー
ン

一
七
二
三
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と
結
果
に
つ
い
て
で
あ
る
。
特
定
の
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
構
築
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
問
題
の
解
決
が
図
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
利
益
が
も
た

ら
さ
れ
た
か
、
逆
に
、
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
構
築
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
費
用
と
リ
ス
ク
が
生
じ
た
の
か
。
構
築
型
文
化
コ
モ
ン
ズ
は
、
そ
の

構
築
目
的
だ
け
で
な
く
、
そ
の
結
果
に
照
ら
し
て
評
価
を
行
う
こ
と
も
必
要
と
な
る
。

①
構
築
型
文
化
コ
モ
ン
ズ
が
も
た
ら
す
問
題
解
決
と
利
益

　

構
築
型
文
化
コ
モ
ン
ズ
が
解
決
を
意
図
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
問
題
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
既
に
紹
介
し
た
。
こ
こ
で
は
、
文
化
コ
モ
ン

ズ
が
実
際
に
そ
の
よ
う
な
問
題
の
解
決
に
成
功
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
さ
ら
に
文
化
環
境
の
持
続
的
発
展
へ
の
寄
与
に
成
功
し
て
い
る
と

い
え
る
の
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
構
築
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
る
利
益
は
、
知
的
資
源
の
直
接
の
提

供
者
お
よ
び
利
用
者
以
外
の
人
々
に
も
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
こ
う
し
た
動
的
な
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
の
利
益
を
も
考
慮
に
入
れ

て
、
特
定
の
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
成
否
を
厳
密
に
評
価
す
る
こ
と
は
、
現
時
点
で
は
難
し
い
面
が
あ
る
。

②
構
築
型
文
化
コ
モ
ン
ズ
が
も
た
ら
す
費
用
と
リ
ス
ク

　

構
築
型
文
化
コ
モ
ン
ズ
は
、
こ
う
し
た
動
的
な
社
会
的
厚
生
の
増
進
を
も
た
ら
し
う
る
一
方
で
、
そ
れ
と
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
の
形
で
費
用

と
リ
ス
ク
を
生
み
だ
す
可
能
性
も
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
、こ
う
し
た
費
用
と
リ
ス
ク
に
つ
い
て
の
理
解
は
深
ま
り
つ
つ
あ
る
。

例
え
ば
、
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
構
築
に
は
、
共
有
ル
ー
ル
の
構
築
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
、
遵
守
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
に
伴
う
管
理
費
用
が
生

じ
う
る
。
ま
た
、
文
化
コ
モ
ン
ズ
内
の
知
的
資
源
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
共
有
す
る
企
業
同
士
の
協
働
と
協
力
を
可
能
に
す
る
と
、
競
争
阻
害
的

な
協
力
が
促
進
さ
れ
う
る
。
価
格
を
同
調
的
に
引
き
上
げ
て
固
定
す
る
協
定
や
市
場
に
お
け
る
供
給
量
を
減
ら
す
協
定
な
ど
が
そ
う
し
た
例

だ
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
構
築
に
伴
う
費
用
の
問
題
は
、
そ
う
し
た
文
化
コ
モ
ン
ズ
が
な
い
場
合
に
知
的
資
源
を
供
給

一
七
二
四
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す
る
制
度
を
設
営
す
る
場
合
の
管
理
費
用
と
比
較
し
て
、
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

⑷　

小
括

　

以
上
の
よ
う
に
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
ら
は
、
オ
ス
ト
ロ
ム
の
Ｉ
Ａ
Ｄ
枠
組
を
手
が
か
り
と
し
な
が
ら
、
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
背
景
環
境
の
特
定
、

基
本
的
特
性
、
相
互
作
用
の
パ
タ
ー
ン
と
結
果
か
ら
な
る
分
析
枠
組
（
修
正
Ｉ
Ａ
Ｄ
枠
組
）
を
構
築
し
、
も
っ
て
文
化
環
境
に
お
い
て
構
築

型
コ
モ
ン
ズ
が
成
功
／
失
敗
す
る
制
度
的
な
条
件
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
基
盤
を
整
え
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
修
正
Ｉ
Ａ
Ｄ
枠
組
は
、
幅
広
い
領
域
に
わ
た
っ
て
蓄
積
さ
れ
た
個
別
の
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
の
成
果
を
体
系
的

に
分
析
す
る
た
め
の
テ
ン
プ
レ
ー
ト
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
既
存
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
を
収
集
し
、
修
正
Ｉ
Ａ
Ｄ
枠
組
に
示
さ

れ
た
共
通
の
リ
サ
ー
チ
・
ク
エ
ッ
シ
ョ
ン
を
用
い
て
分
析
す
れ
ば
、
構
築
型
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
意
義
と
機
能
に
つ
い
て
の
新
た
な
知
見
が
得

ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

Ⅲ　

結
び
に
代
え
て

　

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
我
が
国
の
知
的
財
産
法
学
で
は
近
年
、
コ
モ
ン
ズ
の
思
想
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
こ
で

は
、
文
化
コ
モ
ン
ズ
に
関
す
る
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
と
理
論
研
究
と
が
切
断
さ
れ
て
い
た
。
先
行
研
究
の
課
題
は
、
広
範
に
蓄
積
さ
れ
た
個
別

の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
の
成
果
を
統
合
し
、
学
習
を
可
能
な
ら
し
め
る
枠
組
を
い
か
に
し
て
構
築
す
る
の
か
、
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。

　

本
稿
で
紹
介
し
た
よ
う
な
﹁
構
築
型
文
化
コ
モ
ン
ズ
﹂
論
の
論
者
は
、
よ
り
精
緻
で
構
造
化
さ
れ
た
分
析
手
法
の
必
要
性
を
認
識
し
、
多

種
多
様
な
文
化
コ
モ
ン
ズ
の
事
例
を
系
統
的
に
分
析
す
る
た
め
の
枠
組
の
構
築
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
は
、
現
実
社
会

一
七
二
五
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に
お
け
る
知
的
資
源
の
生
産
シ
ス
テ
ム
の
多
様
性
を
捨
象
し
た
伝
統
的
な
理
念
モ
デ
ル
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
万
能
薬
的
処
方
箋
の
妥
当
性
を

批
判
的
・
懐
疑
的
に
検
証
す
る
上
で
、
強
力
な
武
器
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
今
後
は
、
構
築
型
文
化
コ
モ
ン
ズ
に
関
す
る
い
く
つ
か
の

ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
を
素
材
と
し
て
、
修
正
Ｉ
Ａ
Ｄ
枠
組
に
基
づ
く
分
析
を
試
み
る
こ
と
が
課
題
と
な
ろ
う
。
こ
う
し
た
課
題
へ
の
取
り
組
み

は
、
続
稿
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
1
）　

経
済
学
的
な
観
点
か
ら
み
た
知
的
資
源
（
情
報
）
の
性
質
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、野
口
悠
紀
夫
﹃
情
報
の
経
済
理
論
﹄（
東
洋
経
済
新
報
社
、一
九
七
四
年
）
四
〇
～
六
五
頁
、

廣
松
毅
＝
大
平
号
声
﹃
情
報
経
済
の
マ
ク
ロ
分
析
﹄（
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
九
〇
年
）
二
三
～
四
九
頁
、
ジ
ョ
セ
フ
・
Ｅ
・
ス
テ
ィ
グ
リ
ッ
ツ
＝
カ
ー
ル
・
Ｅ
・
ウ
ォ
ル

シ
ュ
︹
藪
下
史
郎
ほ
か
訳
︺﹃
ス
テ
ィ
グ
リ
ッ
ツ
・
ミ
ク
ロ
経
済
学
（
第
三
版
）﹄（
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
〇
六
年
）
六
六
八
～
六
八
〇
頁
等
を
参
照
。

（
2
）　

ロ
バ
ー
ト
・
Ｄ
・
ク
ー
タ
ー
＝
ト
ー
マ
ス
・
Ｓ
・
ユ
ー
レ
ン
︹
太
田
勝
造
訳
︺﹃
法
と
経
済
学
（
新
版
）﹄（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
九
七
年
）
一
二
三
頁
以
下
。

（
3
）　M

ichael J. M
adison, B

rrett M
. F

rischm
ann &

 K
atherine J. Strandburg, C

on
stru

ctin
g C

om
m

on
s in

 th
e C

u
ltu

ra
l E

n
viron

m
en

t, 95 C
O

R
N

E
L

L L
. 

R
E

V. 657, 666-667 （2010

）.

（
4
）　

オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
開
発
シ
ス
テ
ム
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、Id., at 661; S

T
E

V
E

N W
E

B
E

R, T
H

E S
U

C
C

E
SS O

F O
P

E
N S

O
U

R
C

E （2004

）［
山
形
浩
生
＝
守

岡
桜
訳﹃
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
の
成
功
：
政
治
学
者
が
分
析
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
可
能
性
﹄（
毎
日
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
、二
〇
〇
七
年
）］;

平
嶋
竜
太﹁
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
・

モ
デ
ル
と
知
的
財
産
法―

序
論―

﹂
相
田
義
明
ほ
か
編
﹃
先
端
科
学
技
術
と
知
的
財
産
権
﹄（
発
明
協
会
、
二
〇
〇
一
年
）
五
七

－

一
〇
八
頁
、
同
﹁
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
関
連
発

明
と
知
的
財
産
法
﹂
渋
谷
達
紀
ほ
か
編
﹃
知
財
年
報IP

 A
nnual R

eport 2006

﹄（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
六
年
）
二
五
五

－

二
七
〇
頁
、
同
﹁G

P
L

（G
eneral P

ublic 

L
icence

）﹂
椙
山
敬
士
ほ
か
編
﹃
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
大
系
Ⅰ
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
﹄（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
七
年
）
三
一
一

－

三
五
五
頁
、
今
村
哲
也
﹁
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
と
著

作
権
﹂
隅
藏
康
一
編
﹃
知
的
財
産
政
策
と
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
﹄（
白
桃
書
房
、
二
〇
〇
八
年
）
四
一

－

五
九
頁
、
村
上
敬
亮
﹁
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
を
巡
る
著
作
権
論
議
と
知
的
財

産
政
策
へ
の
示
唆
﹂
特
技
懇
二
三
二
号
一
六

－

二
八
頁
（
二
〇
〇
四
年
）
を
参
照
。

（
5
）　

ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
等
の
生
産
シ
ス
テ
ム
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、M

adison, et. al., supra note 3, at 662; J
O

N
A

T
H

A
N Z

IT
T

R
A

IN, T
H

E F
U

T
U

R
E O

F T
H

E I N
T

E
R

N
E

T - A
N

D 

H
O

W
 T

O S
T

O
P I T. chapter 6 （2008

）［
井
口
耕
二
訳
﹃
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
死
ぬ
日
：
そ
し
て
、
そ
れ
を
避
け
る
に
は
﹄（
ハ
ヤ
カ
ワ
新
書
、
二
〇
〇
九
年
）
第
六
章
］
を
参

照
。

（
6
）　International N

ew
s Service v. A

ssociated P
ress, 248 U

.S. 215 （1918

）. 

本
件
で
は
、
ニ
ュ
ー
ス
の
配
信
を
業
と
す
る
Ａ
Ｐ
通
信
が
東
海
岸
で
そ
の
会
員
で
あ
る
新

一
七
二
六
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同
志
社
法
学　

六
四
巻
六
号�

七
九

聞
社
に
配
給
し
た
ニ
ュ
ー
ス
を
、
ラ
イ
バ
ル
会
社
で
あ
る
Ｉ
Ｎ
Ｓ
社
が
Ａ
Ｐ
社
の
会
報
や
東
海
岸
で
発
行
さ
れ
る
新
聞
の
紙
面
か
ら
探
知
し
、
そ
れ
を
表
現
を
か
え
て
西
海
岸

の
自
ら
の
顧
客
で
あ
る
新
聞
社
に
配
信
す
る
行
為
が
問
題
と
な
っ
た
。
連
邦
最
高
裁
は
、
Ａ
Ｐ
社
が
費
用
・
労
力
・
時
間
を
費
や
し
て
収
集
し
た
ニ
ュ
ー
ス
に
つ
い
て
﹁
準
財
産
﹂

（quasi property

）
と
し
て
法
的
保
護
に
値
す
る
と
し
た
上
で
、
Ｉ
Ｎ
Ｓ
社
に
対
し
、
ニ
ュ
ー
ス
の
商
業
的
な
価
値
が
失
わ
れ
る
ま
で
の
期
間
、
Ａ
Ｐ
通
信
社
の
ニ
ュ
ー
ス
報

道
の
流
用
を
禁
止
す
る
判
決
を
下
し
た
。
こ
れ
は
一
般
に
、
連
邦
最
高
裁
が
連
邦
コ
モ
ン
ロ
ー
権
限
に
基
づ
い
て
ミ
ス
ア
プ
ロ
プ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
法
理
を
確
立
し
た
も
の
と
理

解
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
連
邦
コ
モ
ン
ロ
ー
権
限
に
基
づ
く
判
例
は
、
後
にE

rie R
ailroad C

o. v. Tom
pkins, 304 U

.S. 64 （1938

）
に
よ
っ
て
無
効
と
判
断
さ
れ
た
。

し
か
し
、
ミ
ス
ア
プ
ロ
プ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
法
理
は
、E

rie

判
決
後
も
、
イ
リ
ノ
イ
州
や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
を
中
心
に
州
法
上
の
理
論
と
し
て
採
用
さ
れ
、
一
部
の
事
案
に
お
い

て
同
法
理
に
基
づ
く
差
止
め
が
認
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
基
本
的
に
今
な
お
有
効
な
法
理
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、M

A
R

SH
A

L
L A

. L
E

A
F

F
E

R, U
N

D
E

R
ST

A
N

D
IN

G 

C
O

P
YR

IG
H

T L
A

W
, 45-46 （5th ed, 2010

）; 

蘆
立
順
美
﹃
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
保
護
制
度
論
﹄（
信
山
社
、
二
〇
〇
四
年
）
一
七
九
頁
以
下
、
白
鳥
綱
重
﹃
ア
メ
リ
カ
著
作
権
法
入
門
﹄

（
信
山
社
、
二
〇
〇
四
年
）
二
八
頁
、
会
沢
恒
﹁
ア
メ
リ
カ
著
作
権
法
と
連
邦
制
の
交
錯
﹂
田
村
善
之
編
﹃
新
世
代
知
的
財
産
法
政
策
学
の
創
成
﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）

四
二
〇

－

四
二
二
頁
を
参
照
。

（
7
）　

例
え
ば
、
知
財
高
判
平
成
一
七
・
一
〇
・
六
平
成
一
七
（
ネ
）
一
〇
〇
四
九
最
高
裁
Ｈ
Ｐ
［
ラ
イ
ン
ト
ピ
ッ
ク
ス
二
審
］
は
、Yom

iuri O
n-L

ine

（YO
L

）
に
掲
載
さ
れ
る

二
五
字
以
内
の
ニ
ュ
ー
ス
記
事
見
出
し
に
つ
い
て
、
あ
り
ふ
れ
た
表
現
で
あ
る
と
し
て
著
作
物
性
を
否
定
し
な
が
ら
も
、
Ｘ
が
報
道
機
関
と
し
て
多
大
な
費
用
・
労
力
を
か
け

た
一
連
の
活
動
の
結
晶
で
あ
り
、
限
ら
れ
た
文
字
数
の
中
で
報
道
ニ
ュ
ー
ス
の
概
要
を
端
的
か
つ
正
確
に
伝
達
す
る
た
め
に
相
応
の
苦
労
・
工
夫
が
施
さ
れ
て
お
り
、
単
体
で

取
引
の
対
象
と
さ
れ
る
な
ど
独
立
し
た
価
値
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｙ
Ｏ
Ｌ
見
出
し
の
法
益
性
を
肯
定
し
た
う
え
で
、
Ｙ
が
営
利
の
目
的
を
も
っ
て
反
復
継
続
し
て
、
Ｙ

Ｏ
Ｌ
見
出
し
を
そ
の
作
成
後
ま
も
な
い
情
報
の
鮮
度
が
高
い
時
期
に
実
質
的
に
デ
ッ
ド
コ
ピ
ー
し
て
リ
ン
ク
見
出
し
を
作
成
し
、
こ
れ
を
約
二
万
サ
イ
ト
に
も
及
ぶ
登
録
ユ
ー

ザ
の
Ｈ
Ｐ
上
に
表
示
さ
せ
る
な
ど
、
実
質
的
に
リ
ン
ク
見
出
し
を
公
衆
送
信
す
る
行
為
に
つ
い
て
、
Ｘ
の
Ｙ
Ｏ
Ｌ
見
出
し
に
関
す
る
業
務
と
競
合
す
る
面
が
あ
る
こ
と
を
斟
酌

し
て
、
不
法
行
為
の
成
立
を
認
め
て
い
る
。
東
京
地
判
平
成
六
・
二
・
一
八
知
裁
集
二
六
巻
一
号
一
一
四
頁
［
コ
ム
ラ
イ
ン
・
デ
イ
リ
ー
・
ニ
ュ
ー
ス
］
も
参
照
。

（
8
）　

Ａ
Ｐ
通
信
の
生
産
シ
ス
テ
ム
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、Stephen Shm

anske, N
ew

s a
s a

 P
u

blic G
ood

: C
oop

era
tive O

w
n

ersh
ip

, P
rice C

om
m

itm
en

ts, 

a
n

d
 th

e S
u

ccess of th
e A

ssocia
ted

 P
ress, 60 B

U
S. H

IST. R
E

V. 55 （1986
）; R

E
P

O
R

T
E

R
S O

F T
H

E A
SSO

C
IA

T
E

D P
R

E
SS, B

R
E

A
K

IN
G N

E
W

S: H
O

W
 T

H
E A

SSO
C

IA
T

E
D P

R
E

SS 

H
A

S C
O

V
E

R
E

D W
A

R, P
E

A
C

E, A
N

D E
V

E
R

YT
H

IN
G E

L
SE （2007

）; M
adison, et. al., supra note 3, at 662-663

を
参
照
。

（
9
）　

な
お
、
個
々
の
ト
リ
ッ
ク
で
は
な
く
、
舞
台
上
で
披
露
さ
れ
る
マ
ジ
ッ
ク
・
シ
ョ
ー
で
あ
れ
ば
、
我
が
国
の
著
作
権
法
に
お
い
て
は
、
舞
踏
又
は
無
言
劇
の
著
作
物
（
一
〇

条
一
項
三
号
）
と
し
て
保
護
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
様
子
を
収
録
し
た
映
像
作
品
に
つ
い
て
は
映
画
の
著
作
物
（
同
七
号
）
と
し
て
保
護
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
10
）　

マ
ジ
ッ
ク
の
ト
リ
ッ
ク
や
料
理
の
レ
シ
ピ
の
生
産
シ
ス
テ
ム
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、Jacob L

oshin, S
ecrets R

evea
led

: P
rotectin

g M
a

gicia
n

s’ In
tellectu

a
l 

一
七
二
七
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P
rop

erty W
ith

ou
t L

a
w

, in L
A

W
 A

N
D M

A
G

IC: A
 C

O
L

L
E

C
T

IO
N O

F E
SSA

YS 123 （C
hristine A

. C
orcos ed., 2010

）; C
hristopher J. B

uccafusco, O
n

 th
e L

ega
l 

C
on

sequ
en

ces of S
a

u
ces: S

h
ou

ld
 T

h
om

a
s K

eller’s R
ecip

es B
e P

er S
e C

op
yrigh

ta
ble?, 24 C

A
R

D
O

Z
O A

R
T

S &
 E

N
T. L

.J. 1121 

（2007

）; E
m

m
anuelle 

F
auchart &

 E
ric von H

ippel, N
orm

s-B
a

sed
 In

tellectu
a

l P
rop

erty S
ystem

s: T
h

e C
a

se of F
ren

ch
 C

h
efs, 19 O

R
G. S

C
I. 187 （2008

）; 

島
並
良
﹁
知
的
財
産

の
法
的
な
保
護
と
不
保
護
﹂
法
学
教
室
三
七
九
号
一
〇
〇

－

一
〇
二
頁
（
二
〇
一
二
年
）
を
参
照
。

（
11
）　

例
え
ば
、
注
（
４
）
～
（
10
）
に
掲
げ
た
邦
語
文
献
の
ほ
か
、
名
和
小
太
郎
﹃
情
報
の
私
有
・
共
有
・
公
有
﹄（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）、
山
田
奨
治
編
﹃
コ
モ
ン
ズ

と
文
化―

文
化
は
誰
の
も
の
か―

﹄（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）、
芹
澤
英
明
﹁
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
の
公
有
／
共
有
／
私
有―

―
P

ublic D
om

ain/D
igital 

C
om

m
ons/P

rivate P
roperty

﹂
法
哲
学
年
報
二
〇
〇
一
年
度
五
三

－
六
二
頁
（
二
〇
〇
二
年
）、
芹
澤
英
明
﹁
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
時
代
の
ア
メ
リ
カ
情
報
法
の
課
題
﹂
ア
メ

リ
カ
法
二
〇
一
〇

－

一
号
三
五

－

五
二
頁
（
二
〇
一
〇
年
）、
島
並
・
前
掲
注
（
10
）
九
八

－

一
〇
四
頁
、
小
島
立
﹁
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
法
に
つ
い
て
の
基
礎
的
考
察
﹂
高
林

龍
ほ
か
編
集
代
表
﹃
現
代
知
的
財
産
法
講
座
Ⅲ　

知
的
財
産
法
の
国
際
的
交
錯
﹄（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
二
年
）
三

－

三
二
頁
な
ど
。

（
12
）　

中
山
信
弘
﹁
知
的
財
産
立
国
の
更
な
る
発
展
を
目
指
し
て
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
〇
五
号
一
二

－

一
三
頁
（
二
〇
一
〇
年
）。
我
が
国
の
法
学
領
域
に
お
い
て
、
コ
モ
ン
ズ
の

思
想
に
早
く
か
ら
関
心
を
寄
せ
て
き
た
の
は
、
法
社
会
学
の
分
野
で
あ
る
。
入
会
集
団
に
よ
る
入
会
林
野
の
管
理
の
実
態
を
調
査
し
た
入
会
権
の
研
究
は
、
我
が
国
に
お
け
る

コ
モ
ン
ズ
研
究
の
先
駆
的
業
績
と
い
え
る
。
代
表
的
な
入
会
権
研
究
と
し
て
、
例
え
ば
、
戒
能
通
孝
﹃
入
会
の
研
究
﹄（
日
本
評
論
社
、
一
九
四
三
年
）、
川
島
武
宜
＝
潮
見
俊

隆
＝
渡
辺
洋
三
編
﹃
入
会
権
の
解
体
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
﹄（
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
・
一
九
六
一
年
・
一
九
六
八
年
）、
川
島
武
宜
﹁
入
会
権
の
基
礎
理
論
﹂﹃
川
島
武
宜
著
作
集

第
八
巻　

慣
習
法
上
の
権
利
１
﹄（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
、
初
出
一
九
六
八
年
）
六
四

－

一
二
〇
頁
を
参
照
。
ま
た
、
近
年
に
お
い
て
も
、
法
社
会
学
会
は
﹁﹃
コ
モ
ン
ズ
﹄

と
法
﹂﹁
コ
モ
ン
ズ
研
究
の
法
社
会
学
に
向
け
て
﹂
と
い
う
テ
ー
マ
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
企
画
し
、そ
の
学
際
的
な
研
究
の
成
果
を
学
会
誌
に
掲
載
し
て
い
る
。
樫
澤
秀
木
﹁﹃
コ

モ
ン
ズ
﹄
と
法
：
企
画
趣
旨
説
明
﹂
法
社
会
学
七
三
号
一

－

七
頁
（
二
〇
一
〇
年
）、
小
野
耕
二
﹁
コ
モ
ン
ズ
の
政
治
学
的
分
析
﹂
法
社
会
学
七
三
号
八

－

二
二
頁
（
二
〇
一

〇
年
）、
高
村
学
人
﹁
屋
外
広
告
物
規
制
の
執
行
・
受
容
過
程
の
実
態
調
査
と
理
論
モ
デ
ル―

―

京
都
市
の
新
景
観
政
策
を
事
例
に
﹂
法
社
会
学
七
三
号
二
三

－

四
四
頁
（
二

〇
一
〇
年
）、
平
田
彩
子
﹁
規
制
法
制
定
後
に
お
け
る
コ
モ
ン
ズ
の
維
持
管
理―

―

市
民
の
執
行
過
程
関
与
行
動
に
つ
い
て
の
質
問
票
調
査
よ
り
﹂
法
社
会
学
七
三
号
四
五

－

六
八
頁
（
二
〇
一
〇
年
）、
兼
重
賢
太
郎
﹁
公
開
空
地
に
み
る
現
代
都
市
コ
モ
ン
ズ
の
諸
相
﹂
法
社
会
学
七
三
号
六
九

－

八
四
頁
（
二
〇
一
〇
年
）、
池
田
恒
男
﹁
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
ー
、
ア
ソ
シ
エ
ィ
シ
ョ
ン
、
コ
モ
ン
ズ
﹂
法
社
会
学
七
三
号
一
一
九

－

一
三
五
頁
（
二
〇
一
〇
年
）、
高
村
学
人
﹁
コ
モ
ン
ズ
研
究
の
法
社
会
学
に
向
け
て
：
企
画
趣
旨
説
明
﹂

法
社
会
学
七
三
号
一
三
六

－

一
四
七
頁
（
二
〇
一
〇
年
）、
三
俣
学
﹁
コ
モ
ン
ズ
論
の
射
程
拡
大
の
意
義
と
課
題―

―

法
社
会
学
に
お
け
る
入
会
研
究
の
新
展
開
に
寄
せ
て
﹂

法
社
会
学
七
三
号
一
四
八

－

一
六
七
頁
（
二
〇
一
〇
年
）、
齊
藤
広
子
﹁
現
代
都
市
社
会
に
お
け
る
コ
モ
ン
ズ―

―

あ
ら
た
な
都
市
計
画
・
ま
ち
づ
く
り
手
法
﹃
住
環
境
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
﹄
と
﹃
日
本
型
住
民
組
合
法
人
﹄
制
度
の
提
案
﹂
法
社
会
学
七
三
号
一
六
八

－

一
八
七
頁
（
二
〇
一
〇
年
）、
伊
藤
修
一
郎
﹁﹃
コ
モ
ン
ズ
の
悲
劇
﹄
の
解
決
策
と
し

一
七
二
八
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六
四
巻
六
号�

八
一

て
の
法―

―

景
観
保
全
に
お
け
る
﹃
メ
ニ
ュ
ー
法
・
枠
組
み
法
﹄
に
つ
い
て
の
考
察
﹂
法
社
会
学
七
三
号
一
八
八

－

二
〇
三
頁
（
二
〇
一
〇
年
）、
楜
澤
能
生
﹁
持
続
的
生
産

活
動
を
通
じ
た
自
然
資
源
の
維
持
管
理―

―

ロ
ー
カ
ル
コ
モ
ン
ズ
論
へ
の
法
社
会
学
か
ら
の
応
答
﹂
法
社
会
学
七
三
号
二
〇
四

－

二
二
八
頁
（
二
〇
一
〇
年
）、阿
部
昌
樹
﹁
コ

モ
ン
ズ
の
ル
ー
ル
﹂
法
社
会
学
七
三
号
二
二
九

－

二
四
五
頁
（
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。
以
上
の
よ
う
な
法
社
会
学
に
お
け
る
コ
モ
ン
ズ
研
究
は
、
基
本
的
に
、
自
然
資
源
の

共
的
管
理
シ
ス
テ
ム
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
関
心
は
知
的
資
源
の
共
的
生
産
シ
ス
テ
ム
に
も
向
け
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
今
後
、
法
社
会
学
と
知
的
財
産
法
学
と
の

学
際
的
な
共
同
研
究
の
進
展
が
期
待
さ
れ
る
。

（
13
）　

平
嶋
・
前
掲
注
（
４
）﹁
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
・
モ
デ
ル
と
知
的
財
産
法
﹂
一
〇
六
－

一
〇
九
頁
。

（
14
）　

そ
の
よ
う
な
中
で
、
芹
澤
・
前
掲
注
（
11
）﹁
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
の
公
有
／
共
有
／
私
有
﹂
は
、
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
事
例
を
挙
げ
た
上
で
、

ダ
ガ
ン
＝
ヘ
ラ
ー
の
﹁
リ
ベ
ラ
ル
・
コ
モ
ン
ズ
﹂
論
（H

anoch D
agan &

 M
ichael A

. H
eller,  T

h
e L

ibera
l C

om
m

on
s, 110 Y

A
L

E L
.J. 549 （2001

））
を
紹
介
し
な
が

ら
、
著
作
権
ラ
イ
セ
ン
ス
を
基
礎
と
し
て
構
築
さ
れ
た
共
同
管
理
・
創
作
シ
ス
テ
ム
を
理
論
的
に
分
析
し
よ
う
と
試
み
て
お
り
、
注
目
さ
れ
る
。

（
15
）　M

adison, et. al., supra note 3, at 667.

（
16
）　

例
え
ば
、
注
（
４
）
～
（
10
）
に
掲
げ
た
文
献
を
参
照
。

（
17
）　M

adison, et. al., supra note 3.

（
18
）　

コ
ー
ネ
ル
・
ロ
ー
・
レ
ビ
ュ
ー
の
特
集
で
は
、
こ
の
巻
頭
論
文
に
続
け
て
、
巻
頭
論
文
に
対
す
る
レ
ス
ポ
ン
ス
と
し
て
、
シ
ュ
レ
イ
ン
・
エ
ガ
ー
ト
ソ
ン
（
ア
イ
ス
ラ
ン
ド

大
学
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
教
授
）、
ウ
ェ
ン
デ
ィ
・
ゴ
ー
ド
ン
（
ボ
ス
ト
ン
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
教
授
）、
グ
レ
ッ
グ
・
メ
イ
シ
ー
（
フ
ォ
ー
ダ
ム
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
客
員
助

教
授
）、
ロ
バ
ー
ト
・
マ
ー
ジ
ェ
ス
（
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
イ
校
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
教
授
）、
エ
リ
ノ
ア
・
オ
ス
ト
ロ
ム
（
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
）、
ロ
ー
レ
ン
ス
・

ソ
ル
ム
（
イ
リ
ノ
イ
大
学
教
授
）
の
コ
メ
ン
ト
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
こ
れ
ら
六
名
の
レ
ス
ポ
ン
ス
論
文
へ
の
リ
プ
ラ
イ
と
し
て
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
＝
フ

リ
シ
ュ
マ
ン
＝
ス
ト
ラ
ン
ド
バ
ー
グ
の
コ
メ
ン
ト
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。T

hrainn E
ggertsson, M

a
p

p
in

g S
ocia

l Tech
n

ologies in
 th

e C
u

ltu
ra

l C
om

m
on

s, 

95 C
O

R
N

E
L

L L
. R

E
V. 711 

（2010

）; W
endy J. G

ordon, D
iscip

lin
e a

n
d

 N
ou

rish
: C

on
stru

ction
 C

om
m

on
s, 95 C

O
R

N
E

L
L L

. R
E

V. 733 

（2010

）; G
regg P. 

M
acey, C

oop
era

tive In
stitu

tion
s in

 C
u

ltu
ra

l C
om

m
on

s, 95 C
O

R
N

E
L

L L
. R

E
V. 757 （2010

）; R
obert P. M

erges, In
d

ivid
u

a
l C

rea
tors in

 th
e C

u
ltu

ra
l 

C
om

m
on

s, 95 C
O

R
N

E
L

L L
. R

E
V. 793 

（2010

）; E
linor O

strom
, T

h
e In

stitu
tion

a
l A

n
a

lysis a
n

d
 D

evelop
m

en
t F

ra
m

ew
ork a

n
d

 th
e C

om
m

on
s, 95 

C
O

R
N

E
L

L L
. R

E
V. 807 （2010

）; L
aw

rence B
. Solum

, Q
u

estion
in

g C
u

ltu
ra

l C
om

m
on

s, 95 C
O

R
N

E
L

L L
. R

E
V. 817 （2010

）; M
ichael J. M

adison, B
rrett M

. 

F
rischm

ann &
 K

atherine J. Strandburg, R
ep

ly: T
h

e C
om

p
lex

ity of C
om

m
on

s, 95 C
O

R
N

E
L

L L
. R

E
V. 839 （2010

）.

（
19
）　M

adison, et. al., supra note 3, at 659.

一
七
二
九
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志
社
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六
四
巻
六
号�

八
二

構
築
型
文
化
コ
モ
ン
ズ
と
著
作
権
法

（
20
）　Id., at 659-660.

（
21
）　

例

え

ば
、E

L
IN

O
R O

ST
R

O
M, G

O
V

E
R

N
IN

G T
H

E C
O

M
M

O
N

S: T
H

E E
V

O
L

U
T

IO
N O

F I N
ST

IT
U

T
IO

N
S F

O
R C

O
L

L
E

C
T

IV
E A

C
T

IO
N 

（1990

）; E
L

IN
O

R O
ST

R
O

M, U
N

D
E

R
ST

A
N

D
IN

G 

I N
S

T
IT

U
T

IO
N

A
L D

IV
E

R
S

IT
Y 

（2005

）; E
lin

or O
strom

 &
 C

h
arlotte H

ess, A
 F

ra
m

ew
ork for A

n
a

ly
zin

g th
e K

n
ow

led
ge C

om
m

on
s, in

 U
N

D
E

R
S

T
A

N
D

IN
G 

K
N

O
W

L
E

D
G

E A
S A C

O
M

M
O

N
S: F

R
O

M T
H

E
O

R
Y T

O P
R

A
C

T
IC

E 41-81 （C
harlotte H

ess &
 E

linor O
strom

 eds., 2007

）
を
参
照
。

（
22
）　

オ
ス
ト
ロ
ム
の
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
受
賞
の
意
義
お
よ
び
そ
の
研
究
業
績
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
原
田
博
夫
﹁
オ
ス
ト
ロ
ム
教
授
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
受
賞
に
あ

た
っ
て
﹂
公
共
選
択
の
研
究
五
四
号
一

－

二
頁
（
二
〇
一
〇
年
）、
岡
田
章
﹁
オ
ス
ト
ロ
ム
教
授
の
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
受
賞
の
意
義
﹂
公
共
選
択
の
研
究
五
四
号
二
〇

－

二

一
頁
（
二
〇
一
〇
年
）、
茂
木
愛
一
郎
﹁
エ
リ
ノ
ア
・
オ
ス
ト
ロ
ム
に
関
す
る
覚
書
﹂
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
ロ
ー
カ
ル
・
コ
モ
ン
ズ
の
管
理
・
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
第
一
二
号
一

二

－

一
五
頁
（
二
〇
一
〇
年
）、
藪
田
雅
弘
﹁
資
源
配
分
の
新
た
な
視
座―

―

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
役
割
：
オ
ス
ト
ロ
ム
教
授
の
業
績
﹂
公
共
選
択
の
研
究
五
四
号
二
二

－

二
三
頁
（
二
〇
一
〇
年
）、
高
村
学
人
﹁
オ
ス
ト
ロ
ム
・
コ
モ
ン
ズ
理
論
の
応
用
に
よ
る
都
市
内
地
域
共
用
資
源
の
分
析
方
法
と
法
概
念
論
﹂
新
世
代
法
政
策
学
研
究
一
二
号

三
四
七

－

三
七
二
頁
（
二
〇
一
一
年
）、
高
村
学
人
﹃
コ
モ
ン
ズ
か
ら
の
都
市
再
生―

―

地
域
共
同
管
理
と
法
の
新
た
な
役
割
﹄（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
二
年
）
一
一

－

一
八
頁
を
参
照
。

（
23
）　

Ｉ
Ａ
Ｄ
枠
組
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、O

ST
R

O
M, U

N
D

E
R

ST
A

N
D

IN
G I N

ST
IT

U
T

IO
N

A
L D

IV
E

R
SIT

Y, supra note 21; O
strom

 &
 H

ess, supra note 21; E
linor O

strom
, A

 

D
ia

gn
ostic A

p
p

roa
ch

 for G
oin

g B
eyon

d
 P

a
n

a
cea

s, 104 P
R

O
C. N

A
T ’L A

C
A

D. S
C

I. U
.S. 15181 （2007

）; 

大
西
香
世
﹁
学
界
展
望
﹂
国
家
学
会
雑
誌
一
二
一
巻
九

＝
一
〇
号
一
七
六

－

一
七
九
頁
（
二
〇
〇
八
年
）
を
参
照
。

（
24
）　O

ST
R

O
M, G

O
V

E
R

N
IN

G T
H

E C
O

M
M

O
N

S, supra note 21, at 51.

（
25
）　

メ
イ
ン
州
の
ロ
ブ
ス
タ
ー
漁
業
の
コ
モ
ン
ズ
研
究
と
し
て
、
例
え
ば
、J

A
M

E
S M

. A
C

H
E

SO
N, C

A
P

T
U

R
IN

G T
H

E C
O

M
M

O
N

S: D
E

V
ISIN

G I N
ST

IT
U

T
IO

N
S T

O M
A

N
A

G
E T

H
E M

A
IN

E 

L
O

B
ST

E
R

 I N
D

U
ST

R
Y （2003

）
を
参
照
。

（
26
）　G

arrett H
ardin, T

h
e Tra

ged
y of th

e C
om

m
on

s, 161 S
C

IE
N

C
E 1243 （1968

）［
桜
井
徹
訳
﹁
共
有
地
の
悲
劇
﹂
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
＝
フ
レ
チ
ェ
ッ
ト
編
︹
京
都
生
命

倫
理
研
究
会
訳
︺﹃
環
境
の
倫
理 

下
﹄（
晃
洋
書
房
、
一
九
九
三
年
）
四
四
五
頁
］。

（
27
）　

集
合
行
為
の
失
敗
の
問
題
に
つ
い
て
は
、M

A
N

C
U

R O
L

SO
N, T

H
E L

O
G

IC O
F C

O
L

L
E

C
T

IV
E A

C
T

IO
N: P

U
B

L
IC G

O
O

D
S A

N
D T

H
E T

H
E

O
R

Y O
F G

R
O

U
P

S （1965

）［
依
田
博
＝
森
脇

俊
雅
訳
﹃
集
合
行
為
論
：
公
共
財
と
集
団
理
論
﹄（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
八
三
年
）］、
森
脇
俊
雅
﹃
集
団
・
組
織
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
）
を
参
照
。

（
28
）　

一
九
七
〇
年
代
、
ハ
ー
デ
ィ
ン
の
考
え
方
は
発
展
途
上
国
の
立
法
政
策
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
従
来
、
慣
習
的
な
共
同
所
有
、
共
同
利
用
が
許
さ

れ
て
い
た
土
地
に
つ
い
て
、
途
上
国
政
府
が
国
有
化
し
、
村
落
共
同
体
の
立
ち
入
り
を
禁
止
す
る
立
法
が
増
加
し
た
。
こ
う
し
た
動
向
を
受
け
て
、
一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
、

一
七
三
〇
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六
四
巻
六
号�

八
三

世
界
各
地
の
山
野
海
川
の
資
源
管
理
の
実
態
を
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
す
る
コ
モ
ン
ズ
論
研
究
が
興
隆
し
た
。
そ
し
て
、
ハ
ー
デ
ィ
ン
・
モ
デ
ル
と
整
合
し
な
い
事
例
が
存
在
す
る

こ
と
、
す
な
わ
ち
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
慣
習
的
所
有
権
の
仕
組
み
を
通
じ
て
良
好
か
つ
持
続
的
な
資
源
管
理
を
行
っ
て
い
る
事
例
が
多
数
み
ら
れ
る
こ
と
を
報
告
す
る
研
究

が
発
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
ハ
ー
デ
ィ
ン
・
モ
デ
ル
の
反
証
を
挙
げ
る
に
と
ど
ま
り
、
反
証
が
成
立
す
る
条
件
を
理
論
的
に
探
究
す

る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
ハ
ー
デ
ィ
ン
の
コ
モ
ン
ズ
の
悲
劇
論
に
対
す
る
批
判
お
よ
び
そ
の
後
の
コ
モ
ン
ズ
論
研
究
の
展
開
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
秋
道
智
彌
﹃
コ
モ

ン
ズ
の
人
類
学―

―

文
化
・
歴
史
・
生
態―

―

﹄（
人
文
書
院
、二
〇
〇
四
年
）
二
九
～
三
二
頁
、室
田
武
＝
三
俣
学
﹃
入
会
林
野
と
コ
モ
ン
ズ―

―

持
続
可
能
な
共
有
の
森―

―

﹄

（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
四
年
）
一
三
四
～
一
三
九
頁
、
菅
豊
﹁
コ
モ
ン
ズ
の
喜
劇―

―

人
類
学
が
コ
モ
ン
ズ
論
に
果
た
し
た
役
割
﹂
井
上
真
編
﹃
コ
モ
ン
ズ
論
の
挑
戦―

―

新
た
な
資
源
管
理
を
求
め
て―

―

﹄（
新
曜
社
、
二
〇
〇
八
年
）
二
～
一
九
頁
を
参
照
。

（
29
）　O

ST
R

O
M, G

O
V

E
R

N
IN

G T
H

E C
O

M
M

O
N

S, supra note 21, at 88-90. 

オ
ス
ト
ロ
ム
は
、
分
析
の
結
果
、
コ
モ
ン
プ
ー
ル
資
源
の
持
続
的
な
共
同
管
理
が
上
手
く
い
く
た
め
の
八

つ
の
制
度
的
条
件
を
導
出
し
て
い
る
。
八
つ
の
条
件
と
は
、
具
体
的
に
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
①
コ
モ
ン
ズ
の
境
界
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
、
②
コ
モ
ン
ズ
の
利
用
と
維

持
管
理
の
ル
ー
ル
が
地
域
的
条
件
と
調
和
し
て
い
る
こ
と
、
③
集
団
の
決
定
に
構
成
員
が
参
加
で
き
る
こ
と
、
④
ル
ー
ル
遵
守
に
つ
い
て
の
監
視
が
な
さ
れ
る
こ
と
、
⑤
違
反

へ
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
が
段
階
を
も
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
、
⑥
紛
争
解
決
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
⑦
コ
モ
ン
ズ
を
組
織
す
る
主
体
に
権
利
が
承
認
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
⑧
コ
モ
ン
ズ
の
組
織
が
入
れ
子
状
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。

（
30
）　

大
西
・
前
掲
注
（
23
）
一
七
六

－

一
七
七
頁
。

（
31
）　O

ST
R

O
M, U

N
D

E
R

ST
A

N
D

IN
G I N

ST
IT

U
T

IO
N

A
L D

IV
E

R
SIT
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す
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。
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。
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す
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あ
る
。
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